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  都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～について 

 

４ その他 

 

５ 環境局長あいさつ 

 

６ 閉 会 

 

 

＜配布資料＞ 

 

資料１ 東京都廃棄物審議会委員名簿 

資料２ 東京都廃棄物審議会運営要綱 

資料３ 諮問書（写）及び諮問の趣旨 

資料４ 東京都災害廃棄物処理計画（中間まとめ）案（概要） 

資料５ 東京都災害廃棄物処理計画（中間まとめ）案 

資料６ 今後のスケジュールについて（案） 

資料７ 東京都資源循環・廃棄物処理計画（概要版） 

資料８ 都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～ 

（本文抜粋） 



東京都廃棄物審議会委員名簿 

（敬称略、五十音順） 

氏   名 役  職  名  等 備  考 

石塚幸右衛門 瑞穂町長  

江 尻 京 子 ごみ問題ジャーナリスト  

遠 藤 和 人 

（臨時委員） 

国立研究開発法人 国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究 

センター主任研究員 

災害廃棄物 

部会委員 

金 丸 治 子 日本チェーンストア協会環境委員会委員  

蟹 江 憲 史 慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授  

鬼 沢 良 子 NPO法人持続可能な社会を作る元気ネット事務局長  

小 林 治 彦 東京商工会議所理事産業政策第二部長  

斉 藤  崇 杏林大学総合政策学部准教授  

佐 藤  泉 弁護士  

杉 山 涼 子 常葉大学社会環境学部教授 
災害廃棄物 

部会長 

高 田 光 康 

（臨時委員） 
公益財団法人廃棄物・３Ｒ研究財団研究参与 

災害廃棄物 

部会委員 

高 橋 俊 美 一般社団法人東京都産業廃棄物協会会長  

辰 巳 菊 子 
公益社団法人日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会 

常任顧問 
 

田 中  勝 公益財団法人廃棄物・３R研究財団理事長  

戸 部  昇 公益社団法人東京都リサイクル事業協会副理事長  

並 木 克 巳 東久留米市長  

橋 本 征 二 立命館大学理工学部教授  

平 山 修 久 

（臨時委員） 
名古屋大学減災連携研究センター准教授 

災害廃棄物 

部会委員 

松 野 泰 也 千葉大学大学院工学研究科教授  

宮脇 健太郎 明星大学理工学部教授 
災害廃棄物 

部会委員 

安 井  至 一般財団法人持続性推進機構理事長  

山 﨑 孝 明 江東区長  

米 谷 秀 子 一般社団法人日本建設業連合会環境委員会建築副産物部会長 
 

 

資料１ 



 

 

 

 

東京都廃棄物審議会運営要綱 

 

平成１２年３月３１日 

１１清ごみ対第８１５号 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、東京都廃棄物条例（平成４年東京都条例第１４０号。以下

「条例」という。）第２４条第９項に基づき、東京都廃棄物審議会（以下

「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（組織） 

第２ 審議会は、次の各号に掲げるものにつき、当該各号に定める人数の範囲

内の委員をもって組織する。 

(１) 学識経験を有する者    ９名 

(２) 都民及び非営利活動法人等 ３名 

(３) 関係団体の代表      ５名 

(４) 区市町村の長の代表    ３名 

 

（臨時委員） 

第３ 条例第２４条第６項に規定する臨時委員は、調査審議する当該特別事項

又は専門の事項の内容を勘案して、知事が任命する。 

２ 臨時委員の任期は、調査審議する当該特別の事項又は、専門の事項の調査

審議に必要な期間とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠の臨時委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（招集） 

第４ 審議会は、知事が招集する。 

 

（会長） 

第５ 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名す

る委員がその職務を代理する。 

 

（定足数及び表決数） 

第６ 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなけれ

ば、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数で決

し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
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（部会） 

第７ 審議会は、条例第２４条第７項の規定に基づき、部会を置き、当該部会

に同条第２項に規定する調査審議事項を付議することができる。ただし、緊

急を要する場合は、会長が部会の設置及び部会への付議を決定することがで

きる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会は、会長が招集する。 

４ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長がこれを指名

する。 

５ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ当該部会

に属する委員のうちから部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

７ 部会長は、その部会の調査審議した結果を審議会に報告しなければならな

い。 

８ 部会の定足数及び表決数については、審議会の規定を準用する。 

 

（関係者からの意見聴取） 

第８ 会長は、条例第２４条第８項の規定に基づき、関係者から意見又は説明

を聴こうとするときは、当該関係者にその旨を通知する。 

２ 部会長は当該部会の審議に際し、必要があると認めるときは、関係者から

意見又は説明を聴取することができる。聴取に当たって、部会長は、あらか

じめ当該関係者にその旨を通知する。 

 

（会議の公開等） 

第９ 審議会及び部会の会議は、公開とする。ただし、東京都情報公開条例

（平成１１年東京都条例第５号）第７条各号に掲げる非公開情報に係る案件

を調査審議する場合にあっては、一部又は全部を非公開とすることができる。 

２ 審議会及び部会においては、会議ごとに議事録を作成するものとする。 

３ 審議会及び部会の議事録は、公開とする。ただし、東京都情報公開条例第

７条各号に掲げる非開示情報に該当する部分については、非公開とすること

ができる。 

４ 前項ただし書の規定に基づき非公開とする場合にあっては、その根拠を明

らかにするものとする。 

５ 前２項の規定は、審議会及び部会の会議資料等について準用する。 

 

（幹事） 

第１0 審議会に幹事を置く。 

２ 幹事は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。 

３ 幹事は、審議会及び部会に出席し、委員の調査審議を補佐するものとする。 

 

（庶務） 

第１1 審議会の庶務は、環境局において処理する。 

 

 



 

（委任） 

第１２ この要綱に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年６月２日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年７月８日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１１月２５日から施行する。 

 



 

別表 

 

環  境  局  資源循環推進部長 

         調 整 担 当 部 長 
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諮問の趣旨 

 

（諮問の趣旨） 

本年３月に策定した「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（以下「処理

計画」という。）では、計画目標５で災害廃棄物処理体制の構築を掲げ、

当該目標を実現するための主要施策として、非常災害における災害廃棄物

の処理方法等をまとめた「東京都災害廃棄物処理計画」（以下「災害計画」

という。）を策定することを明らかにしている。 

ついては、処理計画に基づき、災害計画の策定について諮問する。 

 

（検討いただきたい事項） 

災害計画を実効性あるものとするため、次の事項について御検討いただ

きたい。なお、東日本大震災や大島町土砂災害での災害廃棄物処理の経験

等から得られた教訓を可能な限り反映していただきたい。 

１ 災害廃棄物の仮置場での保管、中間処理（破砕・焼却等）での適正処

理の確保に関する具体的な方策 

２ 都、区市町村、業界団体等の役割分担の明確化と各主体間の連携体制

のあり方 

 

（背景） 

○  東日本大震災等の近年の大規模災害時においては、災害廃棄物の適

正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速にこれを行うための体制等が不

十分であることが明らかとなった。 

○  このような状況を踏まえ、昨年 7 月に廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律及び災害対策基本法が改正され、非常災害に対する事前の備え

を図り、非常災害時であっても廃棄物の減量その他その適正な処理を

行うための措置、非常災害時においても処理能力を確保するための処

理施設の整備及びその適正な処理を確保するために必要な体制につい

て明らかにすることとなり、都は、処理計画に計画目標として災害廃

棄物処理体制の構築を掲げるに至った。 

○  今後、非常災害時における廃棄物の迅速かつ的確な処理が行えるよ

う、適正処理確保のための方策、関係各位の役割分担など、より具体

的な事項を定めた計画を策定する必要がある。 

 



東京都災害廃棄物処理計画（中間まとめ）案（概要） 

 
 
 
   

■ 目的  

 ・非常災害に伴い発生した廃棄物の処理体制を確保し、適正処理する 

  ことで、都民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止し、早期 

  の復旧、復興に資するとともに、災害克服後も都市の持続性を確保 

 ・発災後に想定される事態を平常時にあらかじめ想定し、発災初動期 

  の混乱を最小限に抑制 

 ・区市町村での災害廃棄物処理計画の策定や見直しの参考に供する 

■ 対象とする災害、対象とする廃棄物 

 ・自然災害（地震、風水害及び火山災害）を対象とし、これらの災害 

  に伴って発生する廃棄物を対象 

■ 被害想定に基づく災害廃棄物発生量 

 ・首都直下地震の被害想定に基づき推計した災害廃棄物発生量は下表 

    のとおり（被害が最大となる冬、夕方、風速８m/sのケース） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 災害廃棄物処理の７つの基本方針  

 

 

 

 ・都民目線に立った処理の在り方の実現のため、上記の考え方に則し 

  て、以下の７つを基本方針とする。  

第１章 総論 

 
 
 

■ 都、区市町村等の訓練、演習 

 ・発災後に迅速かつ適切に災害廃棄物処理を実施するため、国や区市町村、関係団体等にも参加を求め実施  

■ 東京都災害廃棄物処理計画の見直し 

  以下の場合等においては、処理計画の内容を見直し、実効性を高める取組を実施  

  ・訓練、演習を通じて、処理計画の内容に改善点が見られた場合 

 ・都内や他道府県における災害廃棄物処理の教訓や課題、対策事例等の情報を収集し、改善点が見られた場合 

 

 

■ 計画の実効性を高めるための今後の取組 

 ・風水害、火山による災害を踏まえた処理計画への見直し 

 ・東京都災害廃棄物処理対策マニュアル（仮称）の作成 

 ・多摩地域での共同組織の構築に向けた支援 

 ・島しょ部での処理体制構築に向けた支援 

 ・民間事業者、都外自治体との連携体制の強化   等 

 

 

第２章 災害廃棄物対策における各主体の役割分担、 第３章 東京都の災害廃棄物対策 

 
 

第４章 訓練、演習、東京都災害廃棄物処理計画の見直し 

■ 役割分担の明確化（第２章、第３章の構成について） 

 ・第２章では各主体が平常時及び発災後の各段階において、それぞれが担うべき役割を記載 

 ・第３章では、区市町村や事業者、国を含めた広域的な連携体制の構築等、都が取り組む内容を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 連携体制の整備 

 ・個別の既存協定等に基づいた支援以外については、都が窓口となり、区市町村の支援要請をまとめ、都外 

  自治体等からの支援内容とのマッチングを円滑に行う受援体制を整備 

■ 行政が備えるべき組織体制 

 ・都と区市町村間とが緊密に連携をとるため、あらかじめ行政に求められる機能に応じた組織を整備 

 ・都と区市町村が同一の体制の組織を作り、各々の担当が共通認識のもとで、災害廃棄物の適正処理を目指す 

 ・平常時に右上の表に示す機能を持った組織の整備を互いに準備 

 

 

 

 

 

 

  ■ 都が実施すべき事項（平常時から復旧・復興期まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体 担うべき役割 

都 
 ・区市町村の災害廃棄物処理を支援 
 ・被災状況等を踏まえた技術的支援、事業者団体や他県との調整 等 

区市町村 
 ・自区域内で発生した災害廃棄物を処理 
 ・区市町村の処理施設や民間施設を活用し、主体的に処理を実行 
 ・必要に応じて、近隣自治体間で臨時組織を設け、地域一体で処理 等 

都民 
 ・早期の復旧・復興に向けて、廃棄物の排出段階での分別の徹底 
 ・適正処理実現のための協力 等 

事業者 
 ・事業者責任に基づき、事業場から排出される廃棄物の処理 
 ・区市町村が実施する災害廃棄物処理に対して協力 等 

班構成 班に所属する担当（機能） 

総務班 総合調整担当、財務担当、渉外担当、広報担当、許認可担当 

受援班 受入担当、配置担当 

資源管理班 仮置場担当、施設担当 

処理班 環境指導・担当、処理・処分担当 

位置付け ： 本計画は、「災害廃棄物対策指針」等を踏まえ、「東京都地域防災計画」と整合を図り、災害に伴い発生した廃棄物の処理に関する基本的な考え方、処理体制、処理方法などの基本的事項を定めるものである。 

 

 
 
 
   

■ 最終処分量を減らすため、再資源化を徹底 

■ 各主体（都、区市町村、都民、事業者）の役割分担と連携方法 

■ 特別区・多摩地域毎に臨時の“共同組織”による共同処理 

 

■ 都及び区市町村が備えるべき組織体制の統一 

  → 同一の組織・機能を持つことで、円滑な情報連絡体制を整備 

■ 広域的な応援を適切に受けるための体制（受援体制）の準備 

 

本計画で特徴的な 
記載事項 

時期 都の取組事項 

        
 
    平常時 

・区市町村、事業者等との連携体制の構築           ・広域連携体制の構築 
・東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）の整備       ・受援内容の整理 
・オープンスペースの把握                     ・事務委託を受ける際の考え方の整理 
・発災時に協力、理解を得るための都民への広報       ・ごみ処理施設強靭化支援 
・災害廃棄物処理に関する情報収集  等 

発 
災 
後 

初動期 
（発災後 
  約１か月まで） 

・災害廃棄物対策本部（仮称）の立上げ、連携体制整備    ・都民への広報 
 被災状況等の情報の把握、整理                  ・発生量、要処理量、処理可能量の推計 
・処理・業務の進行管理と区市町村支援             ・処理方針の決定 
・都への事務委託の手続                                                              ・東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）の策定  等 

応急対策期 ・発生量、要処理量、処理可能量の見直し                          ・処理・業務の進行管理と区市町村支援 
・国庫補助金事務                                          ・事務委託による処理の実施  等 

復旧・復興期 
 

・東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）の見直し          ・復興資材の活用促進 
・処理・業務の進行管理と区市町村支援  等 

区分 
建物被害（棟） 災害廃棄物推計 

発生量（万トン） 全壊 半壊 焼失 

東京湾北部 

地震(M7.3) 
116,224 329,484 201,249 

区部 4047 
多摩 240 
都内計 4287 

多摩直下 

地震(M7.3) 
75,668 329,554 65,770 

区部 2071 
多摩 1050 
都内計 3121 

資料４ 

 ・生活環境を保全する「安全で安心できる処理」 

 ・都市機能を取り戻す「復旧、復興に資する処理」 

 ・災害克服後も大都市東京の「持続性を確保できる処理」 

  ①「計画的な対応・処理」      ②「リサイクルの推進」 

  ③「迅速な対応・処理」       ④「環境に配慮した処理」 

  ⑤「衛生的な処理」         ⑥「安全の確保」 

  ⑦「経済性に配慮した処理」 
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はじめに 

 

東京都は、平成２８年１２月に「都民ファーストでつくる『新しい東京』～２０２０年に向け

た実行プラン～」を策定し、その中で「セーフ シティ」の実現を掲げ、「もっと安全、もっと安

心、もっと元気な首都・東京」を目指している。そのためには、都が直面する最大の脅威である

首都直下型地震などの自然災害に対し、事前に減災・防災対策を進め、災害リスクを減らしてい

くとともに、起こり得る事態をあらかじめ想定し、事前に計画を立て、発災時には適切な対応に

よって早期に復旧・復興を実現していかなければならない。 

 

平成７年１月１７日には、阪神・淡路大震災が発生し、約１４５０万トンもの災害廃棄物が排

出された。都市型の大規模な地震の前例がなかったため、誰がどのように被災建築物の解体、撤

去等の対応をしていくのかを決めていくことから始める状況であった。 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、災害廃棄物が約２０００万トン、津波堆

積物が約１１００万トン発生し、これらが混合状態となり、処理に支障をきたした。こうした状

況を踏まえ、国は、「災害廃棄物対策指針」の策定（平成２６年３月）や廃棄物の処理及び清掃

に関する法律並びに災害対策基本法の一部を改正（平成２７年７月１７日公布、同年８月６日施

行。）し、非常災害により生じた廃棄物の処理の原則が明確化されるなど、制度的な対応も講じ

られてきた。しかし、その後もさまざまな自然災害が発生し、それに伴う災害廃棄物処理におい

てさまざまな課題が浮き彫りとなっている。 

 

東京都は、平成２５年１０月に大島町で発生した大規模な土石流災害（災害廃棄物：約１.６万

トン、土砂：約２１.７万トン）において、大島町から地方自治法に基づく事務委託を受け、島外

処理業務の一部を実施した経験はあるものの大規模な災害廃棄物処理の経験はない。そこで、こ

れまでのさまざまな自然災害における教訓を踏まえ、平成２８年３月に策定した「東京都資源循

環・廃棄物処理計画」の中で、自然災害全般の非常災害において災害廃棄物を適切に処理するた

めに「東京都災害廃棄物処理計画」を策定することとした。 

このたび策定した本計画では、非常災害に伴う大量の災害廃棄物を適切に処理することを目的

として、東京都や各主体の果たすべき役割を明確化した。また、今後、都内区市町村において、

災害廃棄物処理計画の策定や見直しを行う際にも参考に供するものである。 

本計画に基づいて災害時に有効な災害廃棄物対策が講じられるよう、計画策定後も計画の見直

しや訓練や演習を通じて計画の実効性を高めるとともに、継続的な計画の見直しを進めていく。 
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第１章 総論 

  第１節 目的 

「東京都災害廃棄物処理計画」（以下「本計画」という。）の目的は、次のとおりである。 

（１）首都直下地震をはじめとする非常災害に伴い発生した廃棄物の処理体制を確保し、適正に

処理することにより、 都民の生活環境の保全、公衆衛生上の支障を防止するとともに、早期

の復旧、復興に資する。さらには、災害を克服した後も、都市の持続性を確保する。 

（２）発災後に想定される事態を平常時にあらかじめ想定しておくことによって、発災初動期の

混乱を最小限にとどめる。 

（３）今後の都内区市町村における災害廃棄物処理計画の策定や見直しの参考に供するものとす

る。 

 

第２節 計画の位置付け 

１ 東京都災害廃棄物処理計画の位置付け 

本計画は、東日本大震災での経験を踏まえて策定された「災害廃棄物対策指針」や廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）及

び災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の一部改正、「大規模災害発生時における災

害廃棄物対策行動指針」（平成２７年１１月）を踏まえ、東京都地域防災計画と整合を図り、

災害に伴い発生した廃棄物の処理に関する基本的な考え方、処理体制、処理方法などの基本的

事項を定めるものである。 

 

２ 発災後に策定する計画の位置付け 

非常災害発生後、被災した自治体は、災害廃棄物処理計画（以下「処理計画」という。）に

基づき初動対応を行う。その後、区市町村は、災害の規模、被災状況等を踏まえ、廃棄物を適

正に処理するために必要となる具体的事項を定めた災害廃棄物処理実行計画（以下「実行計画」

という。）を策定する。 

都は、都内で多量の災害廃棄物が発生した場合、区市町村から災害廃棄物処理の業務の委託

を受けるか否かに関わらず、災害廃棄物の発生量、処理方針、連携体制等、必要な事項を記載

した東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）（以下「推進計画」という。）を策定する。 

  各計画や指針等の相互関係は、図１に示すとおりである。 
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図１ 災害廃棄物処理計画等の位置付け 

 

災害対策基本法

（復興段階では大規模災害復興法）
廃棄物処理法

基本方針

（環境大臣）

廃棄物処理
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第３節 計画の対象 

１ 対象とする災害 

本計画は、自然災害（地震災害、風水害及び火山災害）を対象とする。 

 

２ 対象とする災害廃棄物 

災害時には、通常生活で家庭から排出される生活ごみ及び事業活動に伴って排出される廃棄

物の処理に加えて、災害に伴い発生した廃棄物（以下「災害廃棄物」という。）の処理が必要

となる。 

本計画で対象とする災害廃棄物は、表１の太枠内で示す廃棄物とする。 

なお、事業場において発生した災害廃棄物は、発災後、廃棄物処理法第２２条に基づく国庫

補助の対象となった中小事業者の事業場で災害に伴い発生したものを除き、原則、事業者が自

らの責任で処理を行うものとする。 

 

表１ 対象とする災害廃棄物 

廃棄物の種類 概要 

一般 

廃棄物 

災害廃棄物 

・被災した住民の排出する生活ごみ ※ 

（通常生活で排出される生活ごみは除く。） 

・避難施設で排出される生活ごみ（避難所ごみ）※ 

・一部損壊家屋から排出される家財道具（片付けごみ） 

・被災建築物の解体撤去で発生する廃棄物 

・道路啓開に伴い生じる廃棄物 

・被災施設の仮設トイレからのし尿 

・被災した事業場からの廃棄物 

（発災後、国庫補助の対象となった中小事業者の事業場から   

搬出される廃棄物に限る。事業活動に伴う廃棄物は除く。） 

・その他、災害に起因する廃棄物 

家庭ごみ・し尿 
・通常生活で排出される生活ごみ 

・通常家庭のし尿 

事業系一般廃棄物 ・事業活動に伴う廃棄物（産業廃棄物を除く。） 

産業廃棄物 
・廃棄物処理法第２条第４項に定める事業活動に伴って生じ

た廃棄物 

※被災した住民の排出する生活ごみ、避難所ごみは、災害等廃棄物処理事業費補助金の対象外である。 
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３ 被害想定に基づく災害廃棄物発生量 

  「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成２４年 東京都防災会議）の、被害想定に基

づき災害廃棄物の発生量を試算すると、最大で約４３００万トンにものぼると推計される。本

計画は、そのような膨大な量の災害廃棄物が発生する可能性のあることを前提に必要な対応を

定めたものである。 

 

＜東京都地域防災計画が想定する首都直下地震＞ 

 

○ 東京湾北部地震（Ｍ７.３） 冬 １８時・風速８m/s 

 

表２ 東京湾北部地震における被害の様相 

震度別面積率（％） 人的被害（人） 建物被害（棟） 

5弱以下 5強 6弱 6強 7 死者 避難者 全壊 半壊 焼失 

32.8 13.7 29.0 24.4 0.1 9,641 3,385,489 116,224 329,484 201,249 

 

図２ 東京湾北部地震における地震動分布 
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○ 多摩直下地震（Ｍ７.３） 冬 １８時・風速８m/s 

 

表３ 多摩直下地震における被害の様相 

震度別面積率（％） 人的被害（人） 建物被害（棟） 

5弱以下 5強 6弱 6強 7 死者 避難者 全壊 半壊 焼失 

17.2 12.7 44.6 25.5 0.0※ 4,732 2,756,681 75,668 329,554 65,770 

※一部地域で震度７を想定しているが、端数処理の関係上、震度７の面積率は０．０％となっている。 

 

図３ 多摩直下地震における地震動分布 

 

＜被害想定に基づく災害廃棄物の発生量（推計）＞ 

表４ 災害廃棄物の発生量（万トン） 

区分 
コ ン ク リ

ートがら 
木くず 金属くず 

その他 

（可燃） 

その他 

（不燃） 
合計※ 

東京湾北部 

地震 

区部 2835  302  186  75  648  4047  

多摩 157  25  10  6  43  240  

都内計※ 2992  328  196  81  691  4287  

多摩直下地

震 

区部 1429  182  94  43  321  2071  

多摩 715  91  46  21  177  1050  

都内計※ 2143  273  140  65  498  3121  

（注）東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成２４年）、「東京都税務統計年報（平成２１年度）」（平

成２３年）、（社）全国解体工事業団体連合会「木造（軸組）住宅解体組成分析調査報告」（平成１２年）、（社）建築業
協会「建築物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」（平成１６年）、（社）住宅生産団体連合会「住宅生産分野におけ
る資源の有効利用等推進検討報告書」（平成７年）、東京都総務局「東京都統計年鑑 平成２２年」（平成２４年）における

地域,種類,構造別家屋の棟数及び床面積から発生量を推計。 

※端数処理の関係上、「首都直下地震等による東京の被害想定」で示された値と表４の合計値で合致しない箇所がある。 
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第４節 災害廃棄物処理の実施主体 

 

１ 各主体の役割分担に関する基本的な考え方 

（１）区市町村の役割 

災害廃棄物は、一般廃棄物に位置付けられるものであり、区市町村が包括的な処理責任          

を負っている。区市町村は、自区域内で発生した災害廃棄物について、区市町村が管理す

るごみ処理施設や民間の処理施設を活用し、主体的に処理を行うものとする。また、各区

市町村が自区域内で発生した廃棄物を単独で処理しきれない場合など、必要に応じて、都

内の近隣自治体間で構成する臨時の災害廃棄物処理共同組織（以下「共同組織」という。）

を設け、地域が一体となって災害廃棄物処理を実施する。 

 

 （２）都の役割 

都は、処理主体である区市町村が適正に災害廃棄物の処理を実行できるよう、災害の被 

害状況や対応状況等を踏まえた技術的支援や各種調整を行う。 

 また、災害により甚大な被害を受けた区市町村の廃棄物所管部署の執行体制が喪失した

場合など、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定に基づく事務

委託を受けて、被災区市町村に代わって都が処理主体として直接、廃棄物処理を担うこと

がある。 

 

＜都の果たすべき技術的支援や各種調整（例）＞ 

○ 情報提供（これまでの災害廃棄物対策の経験等） 

○ 実行計画策定支援 

○ 業界団体窓口 

○ 都外からの受援窓口 

○ 職員派遣 

○ 都外への広域処理の調整 

○ 受援・支援のマッチング 

○ 各主体の役割分担に関する助言 

○ 各主体間の連携に関する助言 

○ 国への支援要請 

 

 

○ その他助言 

 

（３）都民の役割 

被災地域の都民は、廃棄物の排出者であり、かつ被災者でもある。できる限り被災者が 

置かれた状況に配慮すべきであるが、一方、災害廃棄物の適正な処理のためには、廃棄物 

の排出段階での分別の徹底など、早期の復旧・復興に向けて、一定の役割を果たす必要が 
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ある。 

 

（４）事業者の役割 

事業者は、事業者責任に基づき、事業場から排出される廃棄物の処理を行う。また、廃 

棄物処理の知見及び能力を有する事業者は、区市町村が実施する災害廃棄物処理に対して 

協力するなど、その知見及び能力を活かした役割を果たす必要がある。 

 

第５節 災害廃棄物対策の基本的な考え方 

１ 災害廃棄物処理の基本方針 

災害廃棄物の処理を進めるに当たって、法令を遵守することは勿論であるが、被災者となる

都民の目線に立った処理の在り方を考えなくてはならない。そこで、本計画では生活環境を保

全する「安全で安心できる処理」、都市機能を取り戻す「復旧、復興に資する処理」、災害を

克服した後も大都市東京の「持続性を確保できる処理」の実現を重視する。この考え方に即し

て処理を推進していく立場においては、次の７つを基本方針として踏まえ、具体的な取組を進

めていく。 

 

表５ 基本方針 

１ 計画的な対応・処理 
災害廃棄物発生量、道路や施設の被災状況や処理能力等を逐

次把握した上で、計画的に処理を推進する。 

２ リサイクルの推進 

膨大な量の災害廃棄物の発生が見込まれる中、徹底した分

別・選別により可能な限りリサイクルを推進し、埋立処分量

の削減を図る。再資源化したものは復興資材として有効活用

する。 

３ 迅速な対応・処理 
早期の復旧・復興を図るため、時々刻々と変化する状況に対

応しながら迅速な処理を行う。 

４ 環境に配慮した処理 
混乱した状況下においても、環境に配慮し、適正処理を推進

する。 

５ 衛生的な処理 夏場の悪臭、害虫の発生等を考慮し、衛生処理を図る。 

６ 安全の確保 
住宅地での解体作業や仮置場での搬入・搬出作業において周

辺住民や処理従事者への安全の確保を徹底する。 

７ 経済性に配慮した処理 
公費を用いて処理を行う以上、最少の費用で最大の効果が上

がる処理方法を可能な限り選択する。 
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２ 災害廃棄物処理の実行に際し特に重要な事項 

  １で示した基本方針に則って、各行政機関が災害廃棄物の処理を実行していくのに際して、特に

重要な事項を以下に示す。 

 

（１）資機材に関する情報収集とそれらの迅速な確保 

平常時から災害時における収集運搬及び処分に必要な情報を把握、整理し、発災直後に

は災害支援協定等に基づく都外からの支援も含めて、迅速に必要な人員、車両、処理機材

を確保し、収集運搬及び処分を実施する。 

 

 （２）仮置場の迅速な整備 

発災直後において、救助捜索活動の支障物や被災住民からの災害廃棄物の一時的な保管   

を行う「一次仮置場」を速やかに整備する。 

     また、被災建築物の公費解体を開始するまでに、中間処理するための機材を設置し、災   

害廃棄物の減容化及び再資源化のための処理を行う「二次仮置場」を整備し、早期に本格 

的な処理を開始する。 

 

（３）災害廃棄物の分別排出及び選別の徹底 

災害廃棄物の受入施設を確保し、リサイクルを推進していくためには、排出段階からの  

廃棄物の徹底した分別と選別が不可欠である。 

そのため、被災現場での排出時における分別、被災建築物の解体撤去時における分別、 

    一次仮置場・二次仮置場での選別を徹底する。 

 

（４）処理施設における再資源化の徹底 

災害廃棄物は可能な限り再資源化を行い、再資源化が難しいものについては、十分に減 

    量化したうえで埋立処分を行う。その際、できる限り地域内での処理を優先する。また、

災害時においても再資源化、減容・減量化を行えるよう処理施設の強靭化を行う。 

都及び区市町村は、再資源化により生成された復興資材を積極的に活用する。また事業

者も可能な限り、再資源化により生成された復興資材を活用していくことが望ましい。 

 

（５）自治体間における組織体制と文書様式の共通化 

災害廃棄物の処理を実行していくに当たって、都と区市町村間で緊密に連携していく

ためには、両者がそれぞれ同じ機能を持った組織体制をつくり、互いの組織同士が連絡

を密にすることが重要である。また、災害廃棄物の処理に当たり、必要となる手続きを

円滑に行うため、書類の様式を両者で共通化しておくことが望ましい。 
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  ＜災害廃棄物の処理に必要な機能（例）＞ 

   ○ 指  令  業務全体を統括する。 

○ 情報管理  様々な情報を一元管理する。 

○ 調達管理  業務を進める上で必要な人材や資機材の確保や管理を行う。 

○ 財  務  業務を進める上で必要な予算の確保や執行を行う。 

○ 広  報  都民に対して災害廃棄物の分別方法や処理業務の理解を求めるための広 

        報を行う。 

○ 渉  外  関係機関との業務に関する調整を行う。 

○ 執  行  災害廃棄物の処理やその支援を行う。 

 

（６）災害廃棄物処理の工程管理 

発災後、災害の規模や被災状況等に応じて、１週間等の単位で短期の目標を設定し、逐

次その達成状況を把握、検証しながら継続的な改善をしていく。都においては推進計画、

区市町村においては実行計画を策定後も、引き続き短期的な目標を設定して行動し、継続

的に業務を改善していく。その結果等を踏まえ、必要に応じて推進計画又は実行計画の見

直しを行う。 

都は、各区市町村及び共同組織の進捗状況を把握し、その情報を共有化するとともに、

処理が遅滞している要因を把握・分析し、その改善につながる支援を検討する。 
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第６節 災害廃棄物処理の流れ 

１ 災害廃棄物の分別、選別、減量化、再資源化の流れ 

被災建築物の分別解体や一次仮置場における選別、二次仮置場における中間処理を徹底し、          

災害時においても可能な限り、再資源化を推進するとともに、埋立処分量を低減する。被災し     

た家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）、自動車については、可能な限り分別を

行い各種リサイクル法に基づく再資源化を徹底する。危険物及び有害物は、適正に保管し、確

実な処理を行う。 

 

＜留意事項＞ 

○ 焼失した建築物からの災害廃棄物は、再資源化が困難な廃棄物の発生が想定されるため、別途

保管して処理するなどの留意が必要である。  

 ○ 水害により発生した廃棄物については水分を含むことや土砂等が付着し、処理に手間がかかる

点に留意が必要である。 

○ 再資源化の内容によっては、仮置場を通さないルートや二次選別を行うことも考慮する。 

 

図４ 災害廃棄物の標準処理フロー 

木くず
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金属くず

可燃系混合物

不燃系混合物

一次仮置場
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被災現場 二次仮置場

可燃系混合物

不燃系混合物

処理・処分先

粗選別、適正保管
中間処理（破砕・選別
等）適正保管 再資源化・焼却・埋立等

路盤材等

焼却処理

最終処分

分別解体

被災建築物

廃家電

危険物及び
有害物

廃自動車

適正処理

ボード原料、
燃料チップ等

有価売却

セメント焼成

各種リサイクル法
による再資源化

廃自動車

廃家電

金属

漏洩防止措置等を講じて適正に保管
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（参考）災害廃棄物の種類 

コンクリートがら 

  

木くず 

  

金属くず 

  

可燃系混合物 

  

不燃系混合物 

  

出典：「災害廃棄物の種類」（環境省 災害廃棄物対策情報サイト） 
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２ 災害廃棄物処理の進め方（例） 

発災後に想定される状況の変化を時系列にして、行政機関が取り組むべき事項を、以下のと

おり整理する。 

 

発災後 

経過期間 
取組事項 

発災直後 ＜迅速な体制整備に向けた準備＞ 

【組織体制】 

〇 職員の安否確認を行い、災害廃棄物処理の実行体制を整備する。 

【一次仮置場】 

〇 一次仮置場の選定・確保をする。 

～３日目 ＜被害状況の把握、住民周知、仮置場運営＞ 

【避難所ごみ・し尿処理】  

〇 避難所の開設・被災者の受入、避難所生活が開始されるため、避難所ごみ、

し尿の収集運搬・処理体制を整備する。 

【ごみ・し尿処理】  

〇 住民によるごみの搬出が開始されるため、被災現場からのごみの回収方法を

決定する（ステーション回収、住民搬入用仮置場の設置等）。 

〇 ごみの分別方法や回収方法等に関する住民周知を行う。 

〇 一次仮置場の整備・運営を行う。 

【情報の把握】  

〇 被災建築物棟数、廃棄物処理施設の被災状況等の集約を行う。 

〇 災害廃棄物発生量、要処理量、処理可能量の暫定値を算定する。 

 

  おおむね発災後３日目以降は、災害廃棄物発生量や処理施設の被災状況を基に目標とする処

理期間を設定する。ここでは、仮に処理期間を３年と設定した場合に、その後、取り組むべき

事項を経過期間ごとに整理する。 
 

発災後 

経過期間 
取組事項 

～３か月目 ＜公費解体の受付や解体工事、災害廃棄物処理の開始＞ 

【公費解体】  

〇 公費解体の申請の受付を開始し、順次、解体工事を開始する。 

【処理ルート整備】 

〇 災害廃棄物の収集運搬・処分や仮置場管理業務に関する委託契約を締結す   

る。 

〇 必要に応じて、都外施設への広域処理を検討する。 
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発災後 

経過期間 
取組事項 

～６か月目 ＜円滑な処理ルートの確保＞ 

【公費解体】  

〇 公費解体の受付や解体工事を継続し、排出現場での分別をできる限り行う。 

 

【処理ルートの整備】 

〇 二次仮置場への廃棄物の搬入、破砕、選別等を開始する。 

〇 処理施設への搬入・中間処理・最終処分を実施する。 

〇 必要に応じて、都外施設への広域処理を実施する。 

〇 復興資材の品質評価・搬出を開始するとともに、搬出先を拡大する。 

～２年目 ＜処理体制の継続的改善＞ 

【公費解体】  

〇 公費解体の受付や解体工事を継続し、排出現場での分別をできる限り行  

い、二次仮置場へ搬入するとともに適宜、解体計画を更新し、効率的な解体を

進める。 

 【処理ルートの最適化】 

〇 都内施設・都外施設への搬出を継続する。 

 〇 復興資材の品質評価・搬出を継続する。 

 〇 進捗状況を踏まえ、人材や資機材の配分の最適化を行う。 

～３年目 ＜処理完了に向けた準備＞ 

〇 仮置場の閉鎖準備を行う（早期に閉鎖できる場合は早期に着手）。 

〇 公費解体受付終了に関する都民への周知を行う。 

〇 仮置場の現状復旧を行う。 
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第２章 災害廃棄物対策における各主体の役割分担 

第１章に掲げた基本方針に基づく災害廃棄物の処理を進めていくにあたっては、東京都域にお

ける行政機関、都民及び事業者が緊密に連携して取り組んでいかなければならない。本章では各

主体が平常時及び発災後の各段階において、それぞれが担うべき役割を示す。 

 

第１節 平常時（発災前） 

 

１ 行政が備えるべき組織体制 

発災後に、都と区市町村とが緊密な連携をとって、災害廃棄物処理を実行していくためには、

あらかじめ各行政主体が持つべき機能を備えた組織を考えておくことが望ましい。都と区市町

村が同一の体制の組織を作り、各々の担当が共通認識のもとで、災害廃棄物の適正な処理を目

指すべきである。 

ここでは、図５のような班・担当を構成する体制を例として掲げる。平常時にこうした組織

の整備を互いに準備しておく。 

なお、ここで示す担当とは、各行政主体が持つべき機能を示しており、これだけの人員を用

意すべきということではない。一方で、区市町村によっては、災害廃棄物業務に携わる人員が

不足するおそれがあるため、区市町村は事前にその内容を想定し、他部署等から人員を確保す

る等の調整や支援を受ける際の内容の整理をあらかじめ行っておくべきである。 

 

 

図５ 行政機関内の体制（例） 
 

 

２ 各主体が平常時から取り組むべき事項 

  平常時から各主体が取り組むべき事項を表６に掲げる。特に大規模災害発生時は、近県   

の処理施設も被災している可能性があることから、より広域的な連携の実現に向けて、他道府

県も含めた全国レベルでの連携体制の構築も進める。 

処理実行本部

総務班

総合調整担当 財務担当 渉外担当

広報担当

資源管理班

仮置場担当 施設担当

処理班

環境・指導担当 処理・処分担当

連絡・調整

受援班

許認可担当
受入担当 配置担当
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表６ 各主体が平常時から取り組むべき事項 

各主体 取組事項 

区市町村 

・処理計画の策定、見直し 

・自区域内における関係主体との連絡体制の整備（災害協定の締結） 

・自治体共同処理体制（共同組織）の整備 

・都外自治体との連携強化 

・関係機関との協定締結 

・実務的な業務手順・様式等の整備（マニュアル等の作成） 

・生活ごみ、避難所ごみ、し尿処理の対応策の検討（処理施設が被災した 

場合を想定） 

・仮置場の選定、準備 

・人材・資機材の確保等、自区域内で必要となりうる支援内容の事前把握 

・住民への広報 

・自区域内における処理施設・処理可能量の把握 

・処理施設の強靭化 

・災害廃棄物対策に係る研修、訓練、演習の実施 等 

都 

・区市町村処理計画の策定支援 

・区市町村との連携強化 

・都内処理施設と処理可能量の把握 

・都外自治体との連携強化 

・関係機関との協定締結 

・東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）の整備 

・受援内容の整理 

・都が所有するオープンスペースの把握 

・地方自治法に基づく事務委託を受ける際の考え方の整理 

・都民への広報 

・区市町村のごみ処理施設に対する強靭化支援 

・災害廃棄物処理に係る情報収集 

・災害廃棄物対策に係る研修、訓練、演習の実施 

・本計画の見直し 等 

事業者 

【全事業者】 

・災害廃棄物対策を含めたＢＣＰの策定 等 

【廃棄物処理関連事業者】 

・自治体との協定締結 

・事業者団体内の連携に向けた取組 

・処理施設の強靭化 等 

国（環境省） 

・関東地域ブロックでの連携に向けた取組 

・地域ブロック間での連携に向けた取組 

・災害廃棄物対策に係る技術的支援 等 

都民 
・災害廃棄物に係る知識の醸成 

・自治体への協力に向けた取組（災害時トイレマナー等の啓発協力） 等 

大学・研究機関

等の専門家 

・災害廃棄物対策に係る研修、訓練、演習の実施 

・災害廃棄物対策に係る最新の技術的知見や過去の経験の活用 

・廃棄物発生量の推計に係る方法や被災自治体への支援の方法等の検討 等 
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３ 都民への広報 

災害廃棄物の処理を円滑に進め、早期の復旧・復興に資するためには、都民による災害廃棄

物の分別の協力が不可欠である。また、仮置場の設置や運営には周辺住民の理解が欠かせない。 

都及び区市町村は、都民の理解・協力を得るため、都民に平常時から防災に関する情報や災害 

廃棄物に関する情報を提供していく必要がある。災害時であっても、分別排出の徹底が必要で 

あることや不法投棄や野焼きは違法行為であることなど、災害発生直後に速やかな広報ができ 

るよう、あらかじめ検討しておく必要がある。
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第２節 初動期（発災後約１か月まで） 

１ 役割分担の基本的な考え方 

各区市町村は、自区域内で発生した災害廃棄物の処理を主体的に担う役割がある。 

   自区域内で発生した廃棄物について、区市町村が運営する処理施設や民間施設を活用しても 

処理しきれない場合、共同組織の設置を検討すべきである。 

 また、共同組織の区域間同士の連携が必要となることも想定される。 

都は、処理主体である区市町村が第１章に掲げた基本方針に基づいて災害廃棄物処理を実行 

できるよう、被害状況や対応状況等を踏まえた技術的支援や各種調整を行う。 

 資機材を保有する事業者は、自治体と締結した協定に基づき、できるだけ速やかに自治体 

からの支援要請に応じる必要がある。 

 都民は、区市町村の定める分別ルールに基づき、生活ごみや被災によって発生した粗大ごみ 

の排出を行う必要がある。 

 

２ 初動対応 

（１）生活ごみ・避難所ごみ・し尿処理 

区市町村は、生活ごみや避難所ごみを処理施設の被災等により処理施設へ搬入できない

場合、あらかじめ検討しておいた保管場所や処理施設に搬入し、収集運搬車両が滞留する

ことのないよう努める必要がある。 

発災後、被害を受けた道路が使用できなくなる可能性があることから、区市町村は、早

期に主要幹線道路の被害状況や道路啓開の情報を把握し、適切な収集運搬ルートを検討す

る必要がある。ごみの収集ができない地域がある場合は、一時的な保管場所を設置するな

どの対応を検討し、早期に収集を再開する必要がある。また、 発災直後は粗大ごみ等の

排出量の増大が予想されるため、あらかじめ検討しておいた追加的な収集運搬、処分方法

に基づき、収集運搬、処分を実施する必要がある。 

また、区市町村は、各避難所等の避難人数、災害用トイレ、し尿収集車台数等を把握し

た上で、し尿収集計画を策定し、下水道施設への搬入や、し尿処理施設などへの搬入を実

施する。都は、必要に応じて広域的な調整や下水道施設での受入・処理を行う。 

 

 （２）仮置場の設置・運営 

    ① 仮置場の設置 

区市町村は、被災住民が排出する災害廃棄物のうち、処理施設に搬入できないもの

を一時的に保管する場所として、早急に仮置場を設置する必要がある。 

なお大都市災害では、発災時に家電、自動車等が大量に災害廃棄物として発生する

ことが予想されるが、その処理のための手続きに時間を要する可能性がある。そのた
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め、これらを一時的に保管する場所も確保する必要がある。 

 

    ② 仮置場の運営 

一度、仮置きされた災害廃棄物が混合状態となると、その後の分別した回収が困難

になり、処理費用の増大や処理期間の長期化につながる。区市町村は、発災直後から

分別の徹底や便乗ごみの排出を防止するとともに、分別された廃棄物が再び混合状態

にならないように適切に管理する必要がある。 

また、区市町村は、災害廃棄物の処理が滞ることがないよう災害廃棄物の処理に関

する以下の事項を日々把握、整理しておく必要がある。 

 

＜把握・整理する事項＞ 

○ 災害廃棄物の搬出入量（種類毎）、搬出入台数 

○ 災害廃棄物の保管量、保管場所、保管面積 

○ 災害廃棄物の搬出入者・搬出入車両 

 

＜搬出入量の管理方法＞ 

○ 仮置場への不法投棄を防止するため、仮置場への搬入者や搬入車両を管理する。 

○ 正確に搬出入量を把握するため、トラックスケールを設置して計量することで、 

       搬出入量管理を行うとともに、保管量や保管場所、保管面積、積み上げの高さに 

ついて図面で整理を行う。 

○ トラックスケールを設置していない段階でも災害廃棄物を計量し、搬出入量管 

理を行う。計量の方法としては、災害廃棄物の体積や比重から計測する方法が考   

えられる。 

 

    ③ 都民の生活環境の確保、作業安全性の確保 

災害廃棄物を高く積み上げた場合、自然発火による火災の発生が予想されるため、

仮置場の管理者は、ガス抜き管を設置し、火災を未然に防止するための措置を実施す

る必要がある。また、必要に応じて仮置場における大気、騒音・振動、土壌、水質等

の環境モニタリングを行う。 

 

 （３）廃棄物処理施設の点検 

廃棄物処理施設の管理者は、速やかに被災の有無を確認し、被災した施設については、 

施設の修復や安全対策を行う必要がある。 

 

（４）都民への広報  

災害廃棄物の適正な処理に向けては、都民の協力が欠かせない。そのため、都及び区市

町村は、都民が廃棄物の排出者である一方で、被災者でもあるという視点を忘れずに、丁
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寧で分かりやすい広報に努めなくてはならない。 

初動期の広報としては下記の内容が例として挙げられる。 

 

＜初動期の広報の内容＞ 

○ 災害廃棄物の収集方法（個別収集やステーション回収、仮置場への搬入） 

○ 排出場所、排出可能期間・時間、排出方法 

○ 分別の必要性、分別方法、分別の種類 

○ 家庭用ガスボンベ、スプレー缶等の危険物やアスベスト、ＰＣＢ含有機器等の有害 

  廃棄物の取扱方法 

○ 不法投棄、野焼き等の不適正処理禁止 

○ 便乗ごみの排出禁止 

○ 家電４品目の排出方法 

○ ごみ出しが困難な身体障害者、高齢者への支援方法 

○ 最新情報の入手方法 

○ 災害廃棄物に関する問合せ先   等 

 

 

３ 被災状況の集約と発生量、要処理量、処理可能量（暫定値）の算定 

 （１）被災状況の集約 

都及び区市町村は、随時更新される建築物の被災状況や廃棄物処理施設の被災状況を把

握、集約し、情報を一元管理する必要がある。 

 

（２）発生量、要処理量、処理可能量（暫定値）の算定 

区市町村は、自区域内における災害廃棄物の種類別の発生量、要処理量及び処理可能量

について、以下のとおり把握し、適正な処理のための基礎情報とすべきである。 

 

○ （１）で把握した被災状況に基づき、災害廃棄物の発生量（暫定値）を算定する。 

一次仮置場への搬入開始後は、一次仮置場での計量※１を行い、その数値を基に要処 

理量を更新する。 

○ 既存のごみ処理施設や民間の処理施設で対応可能な処理可能量について、各施設の

被災状況等を確認する※２とともに、公称能力や年間稼働可能日数等から処理可能量（暫

定値）を試算する。 

○ 発生量（暫定値）と処理可能量（暫定値）を比較し、人材・資機材等のリソース 

 が不足するなど、総合的に勘案して自区域内での処理のみでは、早期の復旧・復興が 

困難と判断される場合は、自区域外処理に向けた準備を開始する。 

○ 災害廃棄物の種類別の発生量及び処理可能量は１か月を目処に暫定値を公表する。 
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※１ 仮設のトラックスケール等を設置して、計量できるようになるまでは、目視により 

廃棄物の種類毎に体積重量換算する。 

※２ 処理施設の被災状況（稼働停止期間）や搬入される可燃物の性状によっては、想定   

どおりの処理可能量が得られるかどうか、発災後に確認することが必要である。 

 

都は、区市町村からの情報を集約し、それを基に都内の災害廃棄物の種類別の発生量

（暫定値）を算定し、必要に応じて都外処理等の調整を開始する。 

 

４ 受援体制 

人材や資機材が不足し、都内だけでは災害廃棄物処理のための十分な体制が構築できない場 

合、都や区市町村が事前に締結した個別の協定を活用するとともに、D.Waste-Net※、その他広

域連携については都が窓口となって、都外へ支援要請を行う。 

 

※D.Waste-Net 

〇 国が集約する知見・技術を有効に活用し、各地における災害対応力向上につなげるため、そ     

の中心となる関係者による人的な支援ネットワークを構築。 

〇 主な構成メンバーは、有識者、地方自治体関係者、関係機関の技術者、関係業界団体等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ D.Waste-Net による支援体制 
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５ 進行管理 

都及び区市町村は、図７に示す処理の対象、必要な業務の状況の把握に加え、処理・業務の

達成状況の把握、更には人材や資機材、仮置場や処理施設等の状況を把握し、進行管理を行う。

その際、短期的な目標を設定し、逐次その達成状況を把握、検証しながら業務の改善を図り、

必要に応じて、人材、資機材等の確保と投入を行う。把握した情報は都及び区市町村の災害廃

棄物対策本部において共有し、進捗状況を把握する。 

  

図７ 進行管理するに当たり、把握すべき事項 

 

 

６ 処理方針  

区市町村は、災害廃棄物の種類別の要処理量や種類別の処理可能量等を勘案し、発災後おお

むね１か月後に、当該災害に即した処理方針を決定しておく必要がある。処理方針は、本計画

に示す基本方針を基に、処理の優先順位（腐敗性や危険性の有無など廃棄物の種類、復旧・復

興計画との整合等）や処理期間、再資源化の方法を明確にしておくことが望ましい。 

 

災害廃棄物処理に関する状況把握

○全壊、半壊、床上浸水、床下浸水、火

災による損壊棟数

○解体棟数（構造別）

○種類別の要処理量

○解体申請、許認可、補助金等の

必要手続の進捗 等

達成状況の把握

短期目標で定めた期間内での目標

値に対する進捗状況を確認

短期目標の設定

○ 種類別の処理量

○ 仮置場への搬出入量、保管量

○ 解体棟数（構造別） 等

必要に応じて資源等の確保

人材、資機材、燃料、仮置場、

処理施設、予算 等

短期目標の達成

状況を踏まえ、

全体情報を更新
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＜区市町村が定めるべき処理方針の例＞ 

○ 仮置場の不足をできるだけ補うため、被災建築物の解体を段階的に実施する。 

○ 仮置場の不足が想定されるため、早期から広域処理を開始する。 

○ 畳や腐敗性廃棄物（生ごみ等）の回収を優先する。 

○ 木くずは、選別・破砕した後、再資源化する。再資源化ができないものは焼却処理する。 

○ コンクリートがらは、選別、破砕した後、原則、再生砕石として再資源化する。 

○ 金属くずは、再資源化する。 

○ その他の廃棄物は、選別、破砕した後、可能な限り再資源化を図り、再資源化できない 

もののうち、可燃分は焼却処理、不燃分は埋立処分する。 

○ 発災後３年以内に処理を完了する。 

 

都は、区市町村と調整しながら、都全域の処理方針を決定する。 

 

７ 発災後の計画策定 

区市町村は、処理計画を基に、被災状況や災害廃棄物の発生量、要処理量、処理可能量、６

で決定した処理方針等を記載した実行計画を策定する。 

東京都内で多量の災害廃棄物が発生した場合、都は、区市町村から災害廃棄物処理の業務の

委託を受けるか否かに関わらず、推進計画を策定する。 

都民は、都及び区市町村が発災後に定める計画に、必要な協力をする。 

 事業者は、都及び区市町村が発災後に定める計画に基づき、廃棄物の排出事業者としての責 

任の役割を果たすとともに、災害廃棄物の処理に協力する。特に廃棄物処理の知見及び経験を 

有する事業者は、それらを活かして処理に協力する。
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  第３節 応急対策期 

１ 応急対策 

（１）要処理量、処理可能量の見直し（随時） 

都及び区市町村は、発生量を基に現時点で処理しなければならない災害廃棄物量を要処理

量として逐次把握する。区市町村は、公費解体の受付状況や各仮置場への搬入状況を踏まえ、

随時、要処理量の見直しを行うとともに、各処理施設の復旧見込み時期や稼働状況を踏まえ、

処理可能量を見直す必要がある。 

都及び区市町村は、要処理量に対して、第２節６の処理方針で定めた処理期間で、処理す

るに当たって、処理可能量が不足する場合は、更なる処理可能施設を抽出するとともに、仮

設処理施設の設置や自区域外での広域処理の調整を急ぐ必要がある。 

 

（２）仮置場の設置、運営 

区市町村は、関係者と調整、協議を行い、災害廃棄物の減容化、再資源化等を行うための 

二次仮置場を確保し、設置する必要がある。 

 

（３）都民の生活環境の確保、作業安全性の確保 

初動期に引き続き、仮置場の管理者は、ガス抜き管を設置し、災害廃棄物の自然発火によ 

る火災を防止する必要がある。必要に応じて仮置場における大気、騒音・振動、土壌、水質 

等の環境モニタリングを行う。 

 また、災害廃棄物の処理に係る区市町村及び事業者は、都民の生活環境の確保と作業従事

者の安全性の確保に努める。 

 

（４）都民への広報 

都及び区市町村は、発災後の状況に応じながら、広報紙やウェブサイト、ＳＮＳ等を活用

して、分かりやすい広報を展開する必要がある。 

 

＜応急対策期の広報の内容＞ 

○ 都民からのよくある質問と回答例 

○ 仮置場の設置状況や運営状況、搬入可能物 

〇 罹災証明の交付から解体までの流れ（公費解体の対象・申請方法等も含む。） 

○ 災害廃棄物の撤去状況と予定、被災建築物の解体状況とその予定 

○ 災害廃棄物の処理状況（進捗率の見える化） 等 
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２ 進行管理 

区市町村は、実行計画に基づき、図７で示した災害廃棄物処理及び業務の進行管理を行い、

適宜、処理実績の公表、要処理量の算定等を行うとともに、必要に応じて、人材・資機材の確

保を行う必要がある。  

また、都内においては、大型の非木造建築物（集合住宅等）について多くの被害が想定され

る。その解体には多くの人員と日数を要することから、公費解体の受付状況や仮置場の確保状

況を踏まえ、計画的に解体作業を実施し、進行管理を行う必要がある。 

   都は、区市町村の処理・業務の進捗を把握し、処理の滞るおそれがある区市町村に対しては、速

やかに適切な支援を実施する。 

 

３ 国庫補助金対応 

区市町村は、被災状況や処理の進捗状況等に関する情報を集約し、災害報告書を作成し、災

害等廃棄物処理事業費補助金、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金※の申請を行う必要がある。 

※災害の規模等によっては、公費による解体が災害等廃棄物処理事業費補助金の対象とならない

ことがある。 
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第４節 災害復旧・復興期 

１ 発災後に策定する計画の見直し（随時） 

復旧・復興段階では、発災直後に把握できなかった被害の詳細や災害廃棄物の処理の過程に

おける新たな課題が次第に判明する可能性がある。 

区市町村は、処理の進行に応じて要処理量や処理可能量の見直しが行われた場合や災害等廃

棄物処理事業費補助金、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金の対象や補助率の決定・変更が

あった場合等に、随時、実行計画の見直しを行う必要がある。 

都は、都内全体の発生量、要処理量の見直しに伴い、推進計画に記載した処理期間、処理方

法、処理フロー等を再度検討し、必要に応じて見直しを行う。 

 

２ 復興資材の有効活用 

都及び区市町村は、災害廃棄物の再資源化により生成された復興資材を、積極的に活用して

災害からの復旧・復興に資する必要があり、事業者においても、可能な限り復興資材を活用し

ていくことが望ましい。 

また、区市町村は、災害廃棄物の再資源化状況等を踏まえ、復興資材を仮置きする復興資材

置場を必要に応じて設置する必要がある。 

 

３ 進行管理 

都及び区市町村は、応急対策期に掲げた仮置場の運営や都民の生活環境の確保、作業安全性

の確保、都民への広報、国庫補助金対応等を引き続き実施するとともに、処理事業の完了時期

を見据えながら、災害廃棄物処理状況や業務の進捗状況等の進行管理を行う必要がある。 

処理事業の完了時期見込みを検討する場合、仮置場の現状復旧に要する期間も考慮する。
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第３章 東京都の災害廃棄物対策 

第２章では、東京都域における行政機関、都民及び事業者等の平常時及び発災後の役割分担

を示した。本章では、都が７つの基本方針に則り、区市町村や事業者、国、他道府県との広域

的な連携体制の構築、東京都災害廃棄物処理推進計画の策定等、平常時及び発災後の各段階に

おいて取り組む内容を示す。 

 

第１節 平常時（発災前） 

 

１ 都内の災害廃棄物処理連携体制の構築 

都は、平常時から区市町村及び民間事業者と密に情報交換を行い、災害廃棄物処理に対する

共通認識を深めていく。あわせて、仮置場の選定、準備に関する情報や処理施設における対応

可能な能力等について、情報収集や調査等を行っていく。 

 

（１）区市町村との連携 

都は、発災時の災害廃棄物処理が円滑に進むよう、平常時に定める区市町村の処理計画の

策定を支援する。また、都は、各地域が発災時に共同組織を設置し、円滑な処理を実施でき

るよう、平常時から体制構築に向けた支援を行う。さらに、発災後、速やかな対応がとれる

よう、都は「東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）」の整備を進め、都内自治体間の連

絡体制や各種文書の様式、業務で使用する用語や要処理量等の推計方法の統一を進めるとと

もに情報共有を図る。 

 

（２）民間事業者との連携 

都は、民間事業者の処理施設において、災害廃棄物の処理を行うことも想定されるため、

各施設の処理能力や災害廃棄物の受入条件、受入可能性等について事業者から定期的に情報

収集を行う。 

 

２ 広域連携体制の構築 

都は、発災時に適正に災害廃棄物処理のための広域連携体制を整備できるよう、平常時から

広域連携に関する協議の場（大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会※）へ継続的に参画

する。得られた情報は必要に応じて都内区市町村へ共有を図る。 

また、都は、国（環境省等）が主催するセミナーや研修、訓練等には積極的に参画し、平常

時から近隣自治体担当者等とのネットワーク（九都県市首脳会議、関東地方知事会議の相互応

援協定等）での連携強化や、関東地域全体が広く被災することを想定し、全国規模のネットワ

ーク（公益社団法人全国都市清掃会議、全国知事会等）においても連携強化を図っていく。 

 そして、災害時に円滑に連携体制を構築できるよう、東京都域の処理体制の特徴（共同組織
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による共同処理や受援体制）について、都は、都外自治体等に対して積極的に情報を公開する。 

 

※大規模災害時廃棄物対策関東ブロック協議会 

〇 災害廃棄物対策について情報共有を行うとともに、大規模災害時の廃棄物対策に関する広域

連携について検討するための協議会 

〇 事務局：環境省関東地方環境事務所 

〇 設置年月日：平成２６年１１月１０日 

〇 関東ブロックの範囲（１０都県）： 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び静岡県 

 

 

３ 平常時に情報収集、整理しておくべきその他の事項 

（１）東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）の整備 

都は、発災直後の混乱が予想される初動期を中心に復旧・復興期までに対応すべき実務的

な業務の手順・様式を記した「東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）」（以下「都マニ

ュアル」という。）をあらかじめ作成する。都マニュアル作成後も、訓練、演習等を通じて、

その内容や機能性を確認し、記載内容の見直しを行うことで、都マニュアルの実効性を高め

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 本計画、推進計画、都マニュアルの関係 

 

（２）受援内容の整理 

都は、都外自治体、事業者団体・民間事業者、学識経験者からの支援を想定し、表７に

示すとおり各主体の廃棄物処理に係る知識・経験等に応じた受援内容をあらかじめ整理し

ておく。 

【平常時】  

   

 ＜東京都災害廃棄物処理計画＞ 

  ・総論 

  ・各主体の役割分担 

  ・都が行う災害廃棄物対策 

・訓練、演習、本計画の見直し 等 

整合 

＜東京都災害廃棄物 
処理推進計画（仮称）＞ 

 ・被害状況、 

・災害廃棄物発生量 

 ・処理方針 

 ・連携体制 等 

 ＜ 東京都災害廃棄物対策マニュアル（仮称）＞ 

・平常時の体制整備、広報、訓練・演習に関する具体的な事項 

  ・初動期の体制整備、進行管理、廃棄物処理、広報に関する具体的な事項（手順・様式） 

・応急対策期以降の進行管理、広報、廃棄物処理に関する具体的な事項（手順・様式） 

   等 

移行 

整合 

【発災後】 

（応急対策期以降） （初動期） 
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表７ 受援メニュー（例） 

区分 受援メニュー（例） 
学識 

経験者 
自治体 

事業者団体・ 

民間事業者 

知見に関する支援 

総合調整 対応方針検討、各種業務調整 

全
区
分
に
お
い
て
助
言 

○※ － 

東京都廃棄物

処理推進計画

（仮称）作成 

東京都廃棄物処理推進計画（仮称）の

補助 

設計・積算 発注に係る設計・積算の補助 

契約 契約事務の補助 

書類作成 災害報告書等の作成の補助 

資機材に関する支援 
収集運搬 生活ごみ等の収集運搬車両 

○ ○ 
処分 中間処理に関する広域支援 

人員に関する支援 

情報収集 被災自治体の対応状況に係る情報収集 

○ － 

仮置場設置 仮置場における管理状況の監督 

現地確認 避難所や仮置場の現地確認 

窓口対応 窓口問合せ 

広報 都民への広報（分別等） 

※専門的な知識や過去の経験を有する者 

 

 

（３）オープンスペースの把握 

都は、発災後に区市町村が仮置場の設置・運営を円滑に進めるにあたり、区市町村の被害

状況によっては、都としても支援することが想定されるため、発災後に利用できる都が所有

するオープンスペースを把握するよう努める。 

 

（４）事務委託を受ける際の考え方の整理 

都は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定に基づく事務委託

に関する考え方を平常時から整理しておく。 

なお、事務委託が必要と想定されるケースを以下に記載する。 

 

① 被災により、区市町村の廃棄物所管部署の執行体制が喪失し、更に、共同組織におけ

る処理が不可能な場合 

② 島しょ部において町村内の処理施設だけでは処理を完結できず、中間処理以降の総合

的な調整を要する場合 

③ ７つの基本方針に鑑みて、被災区市町村や共同組織に代わって、都が事務を行うこと

が望ましい場合 

   



第３章 東京都の災害廃棄物対策  第１節 平常時（発災前） 

 

29 

 

（５）都民への広報 

都は、都民の協力・理解を得るため、都民に平常時から災害廃棄物処理について理解を深

める情報を積極的に提供していく。広報の実施に当たっては、区市町村と連携し、効果的な

広報のあり方について検討しておく。 

 

（６）区市町村のごみ処理施設に対する強靭化支援 

非常災害の発生に備え、平常時から都内のごみ処理施設の強靭化対策を進める必要がある。

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」（平成２６年３月、環境省）では、災

害廃棄物対策指針を踏まえ、災害廃棄物の受入れに必要な設備・機能（耐震・耐水・耐浪性、

始動用電源・燃料保管設備、薬剤等の備蓄）について示している。都は、施設整備を計画す

る区市町村に対して、必要な助言・情報提供を行う。 

 

（７）災害廃棄物処理に係る情報収集 

都は、災害廃棄物の再資源化に関する技術や仮置場の効率的な運営手法、処理施設の強靭 

化といった災害廃棄物処理に関する情報収集を積極的に行う。また、災害廃棄物処理に係る  

最新の科学的、技術的知見や過去の経験を把握に当たっては、D.Waste-Netも適宜活用して 

いく。 
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  第２節 初動期（発災後約１か月まで） 

災害廃棄物の処理を円滑に進めるにあたっては、特に初動期の対応を都がいかに迅速かつ

適切に行うかによって、その後の対応に大きく影響する。本節では、発災後、都が都内全体

の発生量の推計や推進計画の策定など、行動すべき事項を順序立てて示した。 

 

１ 初動対応（東京都災害廃棄物対策本部（仮称）の設置） 

都は、発災後速やかに、東京都災害対策本部等の下に、各局横断的組織として「東京都災害

廃棄物対策本部（仮称）※」（以下「都廃対本部」という。）を設置する。また、緊急に災害

廃棄物を処理する必要があると判断される場合は、都廃対本部を設置する。 

都廃対本部は、仮置場の現状復旧が完了し、全ての災害廃棄物の処理が完了したことを最終

確認（最終処分又は再資源化）した時点で解散する。 

※都廃対本部は、東京都地域防災計画（平成２６年修正）に記載されるがれき処理部会の機能を拡

充させた組織である。 

 

２ 連携体制の整備 

都は、平常時に構築した区市町村等の各主体との連携体制を基に、必要に応じて状況把握の

ため現地への職員派遣等を実施し、発災後の状況を踏まえた連携体制を整備する。特に、大規

模災害の発生時には、全国の都外自治体からの支援が想定される。個別の既存協定等に基づい

た支援以外については、都が窓口となり、支援内容をまとめる。都外自治体からの支援を最大

限有効に活用するため、都外自治体からの支援内容と都及び区市町村が要求する受援メニュー

の整理やマッチング等を円滑に行う受援体制を構築する。 

 

３ 都民に対する広報 

初動期には、分別の不徹底、無秩序な仮置きを防止するための迅速な広報が不可欠である。

都は、区市町村と連携しながら、広報紙、パンフレット、ウェブサイト、ＳＮＳ等あらゆる広

報媒体を活用して、都民に周知を図る。周知にあたっては、広報内容の定着状況も考慮しなが

ら、適切な頻度で実施するとともに、積極的に報道機関にも情報提供し、パブリシティを有効

活用する。 

 

４ 情報の把握・整理 

都は、区市町村、民間事業者団体等と連携し、建築物の被災状況や廃棄物処理施設の被災状

況（ライフライン（水・電力・燃料・薬剤等）の供給状況や搬入道路の被災状況も含む。）に

関する情報を集約し、整理する。 
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５ 発生量、要処理量、処理可能量の算定（暫定値） 

都は、４で整理した情報を基に、都内の災害廃棄物の種類別の発生量（暫定値）を算定する。 

その上で、都内全体での種類別の要処理量（暫定値）と処理可能量（暫定値）を比較し、都

内での処理だけでは早期の復旧、復興が困難と判断される場合は、仮設処理施設の整備や、都

外処理に向けた調整を開始する。 

なお、都は、災害廃棄物の種類別の発生量、処理可能量は１か月を目処に暫定値を公表し、

その後も逐次更新した数値を公表する。 

 

６ 進行管理 

都は、４、５で集約・整理した情報等を基に、図９に示す都内全体の処理・業務の進行管理

を行う。進行管理に当たっては、短期的な目標を設定し、逐次その達成状況を把握、検証しな

がら業務の改善を図る。 

処理の滞るおそれがある区市町村に対しては、２で整理した受援体制を活用するなど、都は、

速やかに適切な支援を実施する。 

 

図９ 進行管理するに当たり、都が把握すべき事項 

災害廃棄物処理に関する状況把握

○全壊、半壊、床上浸水、床下浸水、火

災による損壊棟数

○解体棟数（構造別）

○種類別の要処理量 等

達成状況の把握

短期目標で定めた期間内での目標

値に対する進捗状況を確認

短期目標の設定

○ 種類別の処理量

○ 仮置場への搬出入量、保管量

○ 解体棟数（構造別） 等

必要に応じて資源等の確保

人材、資機材、燃料、仮置場、

処理施設、予算 等

短期目標の達成

状況を踏まえ、

全体情報を更新
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７ 処理方針 

都は、発災後おおむね１か月後に、区市町村と調整しながら、東京都域において対応すべき

処理の在り方として、処理方針を決定する。処理方針は、災害廃棄物の種類別の発生量、要処

理量、処理可能量を勘案し、本計画の基本方針に基づき、処理の優先順位（腐敗性や危険性の

有無、復旧、復興計画との整合等）や処理期間、再資源化の方法を示すものとする。 

 

＜処理方針の例＞ 

○ 木くずは、選別・破砕した後、再資源化する。再資源化ができないものは焼却処理する。

○ コンクリートがらは、選別、破砕した後、原則、再生砕石として再資源化する。 

○ 金属くずは、再資源化する。 

○ その他の廃棄物は、選別、破砕した後、可能な限り再資源化を図り、再資源化できない

もののうち、可燃分は焼却処理、不燃分は埋立処分する。 

○ 発災後３年以内に処理を完了する。 

 

８ 都への事務委託の手続 

平常時に整理した事務委託を受ける際の考え方に基づき、区市町村から災害廃棄物処理の業

務の一部を都が受託する場合には、基本的な業務の範囲等を定めたうえで、双方の議会に議案

を付す。 

  

９ 東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）の策定 

都は、東京都内で多量の災害廃棄物が発生した場合、区市町村から災害廃棄物処理の業務の

委託を受けるか否かに関わらず、災害廃棄物の発生量、処理方針、連携体制等、必要な事項を

記載した推進計画を策定する。策定に際しては、平常時に作成した本計画、都マニュアル、発

災後に国が策定する「災害廃棄物処理指針」や、東京都震災復興本部が策定する「東京都震災

復興基本方針」に定められた内容を踏まえ、また区市町村から処理を受託した場合においては、

受託した業務に関する実行計画の内容を含むものとする。 

 また、都は、必要に応じて、区市町村の実行計画の策定支援（情報提供や技術的助言）を行

う。
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   第３節 応急対策期 

１ 発生量、要処理量、処理可能量の見直し（随時） 

都は、都内全体の発生量を基に、現時点で処理しなければならない災害廃棄物量を要処理量

として逐次把握する。各仮置場への搬入状況や公費解体の受付状況、都内処理や都外処理の進

捗状況等を踏まえ、随時、発生量及び要処理量の見直しを行う。また、都内の各施設の復旧見

込み時期や稼働状況を踏まえて処理可能量の見直しを行う。要処理量と処理可能量とのギャッ

プや人材・資機材のリソースの不足など、総合的に勘案して都内での処理のみでは早期の復

旧・復興が困難と判断される場合、都は、仮設処理施設の整備、広域処理の調整を開始する。 

 

２ 進行管理 

都は、区市町村や共同組織、都外自治体と連携し、情報を集約・整理し、進行管理を行う。

処理の滞るおそれがある区市町村に対しては、速やかに適切な支援を実施する。 

都外への広域処理が必要な場合は都が窓口となり、調整を行う。災害廃棄物の輸送について

は、海上輸送や鉄道輸送も考慮の上、調整を行う。 

また、整理した情報は、定期的に国へ報告し、情報共有を行う。 

 

３ 国庫補助金事務 

区市町村からの申請を受けて、国は区、市町村等が災害その他の事由のために実施した廃棄

物の収集運搬、処分に係る事業について、廃棄物処理法第２２条の規定に基づき、国庫補助を

行うことになる。被災区市町村が災害等廃棄物処理事業費補助金、廃棄物処理施設災害復旧事

業費補助金の申請を行う場合、都は必要に応じて支援を行う。都が管理する廃棄物処理施設が

被災した場合は、必要に応じて廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金の申請を行う。 
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  第４節 災害復旧・復興期 

１ 東京都災害廃棄物処理推進計画（仮称）の見直し 

処理の進捗に伴って、損壊した建築物の解体撤去の数が積み上がってきたのに応じて、災害

廃棄物の発生量、要処理量、処理可能量の見直しを行う必要が生じる。また、災害等廃棄物処

理事業費補助金の対象の決定や変更によって、当初想定していた災害廃棄物の発生量、要処理

量の見直しが必要となる。 

都は、これらの発生量、要処理量の見直しに伴い、推進計画に記載した処理期間、処理方法、

処理フロー等を再度検討し、必要に応じて見直しを行う。 

また、都震災復興本部が発災後６か月以内を目途に策定する「東京都震災復興計画」に反映

していく。 

 

２ 復興資材の活用 

都は、災害廃棄物を再資源化した復興資材は、都発注工事をはじめとする公共事業に積極的

に活用する。また、事業者にも復興資材の活用を促していく。 

 

３ 進行管理 

都は、応急対策期に掲げた要処理量、処理可能量の見直し、国庫補助金事務等を引き続き実

施するとともに、災害廃棄物処理の完了時期を見据えながら、災害廃棄物処理状況や業務の進

捗状況等の進行管理を行う。 
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第５節 災害廃棄物処理支援（都外） 

 

都は、都外で非常災害が発生し、被災自治体や国から被災地で発生した災害廃棄物処理に

関する応援要請があった場合、被災地の状況を見極めつつ、環境省や大規模災害時廃棄物対

策関東地域ブロック協議会等と連携して支援を行う。支援を通して、自らの対応能力の向上

を図るとともに、自治体間連携の強化につなげていく。 

支援に当たっては、受援側の体制も考慮し、前述した表７の受援メニュー（例）も参照し

て、適切な支援を行う。 
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第４章 訓練、演習、東京都災害廃棄物処理計画の見直し 

 本計画策定後も、災害廃棄物処理に関する情報を積極的に収集し、訓練や演習の成果を踏まえ、

必要に応じて見直しを行い、本計画の実効性を高めることが重要である。本章では、都が平常時

に取り組むべき事項のうち、本計画の見直しに関する事項について記載する。 

 

 

第１節 都、区市町村等の訓練、演習 

発災後に迅速かつ適切に災害廃棄物処理を実施するため、具体的な方法等を検討したう

えで、災害廃棄物処理に関する訓練、演習を実施する。訓練、演習は都だけでなく、国、

区市町村や関係事業者団体等にも参加を求め、平常時から担当者間の連携強化を図る。 

 

＜訓練、演習の方法（例）＞ 

○ セミナー、講演会、意見交換会 

○ 現地への視察 

○ 情報収集訓練 

○ 課題抽出・状況付与型演習 

 

 

第２節 東京都災害廃棄物処理計画の見直し 

本計画の実効性を高めるため、国が定める法令、指針の策定・見直し状況や訓練、演習の

実施状況等を踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行う。 

 

＜本計画の見直しを行う場合（例）＞ 

 

 

   ○ 地域防災計画や被害想定が修正された場合 

○ 関係法令（災害対策基本法、廃棄物処理法等）や関連計画、災害廃棄物対策指針が改

正された場合 

○ 都内や他道府県における災害廃棄物処理の教訓や課題、対策事例等の情報を収集し、

改善点が見られた場合 

○ 対策訓練、演習を通じて、本計画の内容に改善点が見られた場合 

○ その他本計画の見直しが必要と判断された場合 
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第３節 今後の取組 

今後、本計画の実効性を高めるため、以下の事項に取り組む。 

 

＜本計画、都マニュアル＞ 

〇 風水害、火山による災害を踏まえた本計画への見直し 

〇 都マニュアルの策定 

 

＜関係主体との連携等＞ 

〇 多摩地域での共同組織の構築に向けた支援 

〇 災害時における共同組織間（特別区、多摩地域）の連携に向けた支援 

〇 島しょ部での処理体制構築に向けた支援 

〇 民間事業者との連携体制の構築・強化 

（処理協力に関する調査、ＢＣＰへの災害廃棄物対策に関する記載の促進 等） 

〇 都外自治体との連携体制の構築・強化 

（受援、支援スキームの検討等） 

 

＜迅速かつ適正に処理するための個別具体的事項＞ 

 〇 被災建築物の解体（手順、優先順位等） 

〇 被災地下構造物の取り扱い 

〇 廃自動車に関する仮置場の必要面積の算定方法の検討 

〇 有害廃棄物（アスベスト・ＰＣＢ等）の情報収集、処理施設・処理状況等の地図化 

 

＜その他＞ 

 〇 災害廃棄物処理に関する情報（処理技術や連携体制）の収集 
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＜巻末資料＞ 

 

１ 用語集 

 

用語 説明 該当頁 

（あ行） 

オープンスペース 

公園などの公共空間。発災時においては、避難場所や救出救助活

動拠点、応急仮設住宅建設用地、災害廃棄物の仮置場等としての

利用のため、オープンスペースの確保が必要となる。 

P.15,28 

（か行） 

仮設処理施設 
災害廃棄物処理のために仮置場に設置する仮設の破砕施設、選別

施設、焼却炉等。 
P.21,29,30 

仮置場 
被災建物や廃棄物の速やかな解体・撤去、処理・処分を行うため

に廃棄物等を仮置く場所。 

P.7~11,14

~21,23,27

~29,31,35 

一次仮置場 

公衆衛生の確保の目的で廃棄物を生活環境から遠ざけた際に廃

棄物を保管する仮置場、もしくは二次仮置場における選別等を想

定し事前に廃棄物を分別するための仮置場。 

P.8~11,18 

二次仮置場 
廃棄物の再資源化等、適正な処理を行うために整備される仮置

場。破砕・選別や仮設焼却炉等の機材も設置されることがある。 

P.8,9,11, 

27 

環境モニタリング 

廃棄物処理現場（建物の解体現場や仮置場等）における労働災害

の防止、その周辺における地域住民への生活環境への影響を防止

するため、大気、騒音・振動、土壌、臭気、水質等について定期

的に調査を行い、その環境の人への影響を評価すること。 

P.18,21,23

,31 

関東地域ブロック 

環境省の地方支分部局である関東地方環境事務所が管轄する茨

城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新

潟県、山梨県、静岡県で構成される区域。 

P.14 

関東地方知事会議 

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、

山梨県、静岡県及び長野県の 10 都県で構成される。昭和 23 年

に設立。各都県の連絡提携を緊密にし、地方自治の円滑な運営と

進展を図ることを目的とし、全国知事会ではカバーできない地域

的な問題についても、国への要望や意見交換を行っている。 

P.24 

九都県市首脳会議 

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の知事、横浜市・川崎市・千

葉市・さいたま市・相模原市の市長により構成され、共有する膨

大な地域活力を生かし、共同して広域的課題に積極的に取り組む

ことを目的とした会議。 

P.24 

広域処理 
全国の廃棄物処理施設で、被災地で処理しきれない災害廃棄物を

処理すること。 

P.11,12,20

,21,30 
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公益社団法人 

全国都市清掃会議 

全国の自治体（市区町村：正会員）と企業（賛助会員）等が、市

区町村の廃棄物行政の問題解決のために組織する公益社団法人。 
P.24 

公費解体 
個人等が所有する家屋等で被害を受けたものについて、所有者の

申請に基づき、区市町村が所有者に代わって実施する解体。 

P.8,11,12,

19,21,22,3

0 

（さ行） 

災害対策本部 

災害対策基本法第二十三条、二十三条の二に基づき、災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進

を図るため必要があると認めるときに、都道府県知事、区市町村

長が設置する組織。 

P.14,30 

災害廃棄物処理計画 
発災前に策定される計画であり、どのように災害廃棄物に対処す

るか各主体の役割や処理方針等を事前に定めた計画。 

P.1～3 

,20,25,26,3

4 

災害廃棄物処理実行計画 
発災後に策定される計画であり、被災地域の様相を考慮した上

で、実際に災害廃棄物を処理する方法等について記載した計画。 

P.1,2,20,2

3,25,30,32 

災害廃棄物処理指針 
発災後、当該の災害について処理の方針や対応を示すために国が

策定する指針。 
P.30 

災害廃棄物対策マニュア

ル（仮称） 

災害廃棄物処理を行う上で、詳細な処理方法や事務的な対応方

法、様式等について整理したもの。 
P.13,25,26 

災害廃棄物対策指針 

都道府県及び市町村における災害廃棄物処理計画の作成に資す

ることを目的に、平成２３年３月１１日の東日本大震災の経験を

踏まえ、今後発生が予測される大規模地震や津波及び水害、その

他自然災害による被害を抑止・軽減するための災害予防、さらに

発生した災害廃棄物（避難所ごみ等を含む）の処理を適正かつ迅

速に行うための応急対策、復旧・復興対策について、必要事項を

整理したもの。環境省が策定。 

P.1,36 

災害報告書 

災害等廃棄物処理事業報告書。発災後、被災市町村がとりまとめ、

都道府県を通じて環境省に提出されるものであり、各市町村の被

災状況について記載した報告書。 

P.22,27 

災害廃棄物対策本部 
災害発生時に各局の人員を含んで設置される災害廃棄物処理に

関する事項を専門的に取扱う組織。 
P.19,29,32 

再生砕石 
コンクリートがらを破砕して鉄筋やその他異物を分離選別し、粒

度を調整したもの。 
P.20,29 

事務委託（事務受託） 

地方公共団体が他の地方公共団体の求めに応じて、協議により規

約を定め、他の地方公共団体の事務の一部を代替執行すること、

もしくは代替執行を依頼すること。 

P.6,14,27,

30 

受援体制 
地方公共団体が、災害に備えて、受援対象業務を特定し、内部体

制の整備を図り、応援要請先の指定や応援要請の手順等、外部か
P.19,25,29 
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らの人的・物的支援を円滑に受け入れるための体制。 

処理可能量 

被災した地方公共団体における廃棄物処理施設において、平常時

の廃棄物を処理したうえで、さらに余分に処理を行うことができ

る量。 

P.11,14,18

,20,21,23,3

0~32 

選別 

仮置場や廃棄物処理施設等に搬入された廃棄物を適正にリサイ

クル・処理するため、重機やふるい機等の利用のほか手作業でい

くつかの品目に分ける工程。 

P.7,8,9,10,

12,20,29 

（た行） 

大規模災害時廃棄物対策

関東ブロック協議会 

関東地方環境事務所が、管轄する 10 都県を対象に、災害廃棄物

対策について情報共有を行うとともに、大規模災害時の廃棄物対

策に関する広域連携について検討するために設置した協議会。 

P.25,26,33 

大規模災害発生時におけ

る災害廃棄物対策行動指

針 

東日本大震災及び近年発生した比較的規模の大きい災害の教

訓・知見やこれまでの取組の成果を踏まえ、大規模災害時におい

て、災害廃棄物処理に関わる関係者が担うべき役割や責務を明確

化し、関係者による連携・協力体制を構築することにより、"オ

ールジャパンでの対応"の実現を目的として、環境省が策定した

もの。. 

P.1 

地域防災計画 

災害対策基本法第４０条又は第４２条の規定に基づき、都道府県

防災会議又は市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町

村にあつては、当該市町村の市町村長。同法第１１０条の規定に

より、特別区は市とみなす。）が策定する計画。 

P.1,4,36 

東京都災害廃棄物処理推

進計画（仮称） 

都内で多量の災害廃棄物が発生した場合、区市町村から災害廃棄

物処理の業務の委託を受けるか否かに関わらず、都が策定する計

画。災害廃棄物の発生量、処理方針、連携体制等、必要な事項を

記載する。 

P.1,2,9,22,

25,26,27,2

8,30,32,34 

道路啓開 

災害時に道路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物、放置された車

両などの交通障害物により通行不可能となった道路において、そ

れらの障害物を除去、簡易な応急復旧の作業をし、避難･救護･

救急対策等のための初期の緊急輸送機能の回復を図ること。 

P.3,16 

トラックスケール 
廃棄物をトラックに積載したままで、廃棄物の重量を計算する装

置のこと。 
P.17,18 

（は行） 

発生量 発災後、一定期間・一定区域で生じる廃棄物の量。 

P.4,5,7,13,

18,20,21,2

5,29,30~32 

便乗ごみ 
災害廃棄物の回収に便乗した、災害とは関係のない通常ごみ、事

業ごみ、危険物など。 
P.18,19, 

復興資材 復興過程から生み出され、建設資材として、復興工事へ適切に利 P.7,12,19,
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用されるべきもの。災害廃棄物等の混合物を分離・選別して得ら

れた「分別土砂」や、コンクリートがらを破砕・選別して得られ

た「コンクリート再生砕石」等。 

23,30,31 

（や行） 

要処理量 
発生量のうち、処理（選別・破砕・焼却等）を要する災害廃棄物

の量。 

P.18,19,20

,21,23 

（ら行） 

罹災証明 

区市町村が住家（居住のために使用している建物）被害認定調査

を行い、確認した被害程度（全壊、半壊等）について交付する証

明書。 

P.23 

（アルファベット） 

BCP 

Business Continuity Plan（事業継続計画）。企業等が災害等の

緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損害を最小限にとどめつ

つ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするため

に、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方

法、手段などを取り決めておく計画。 

P.14,35 

D.Waste-Net 

災害廃棄物処理支援ネットワーク。国が集約する知見・技術を有

効に活用し、各地における災害対応力向上につなげることを目的

として構築された、有識者、地方自治体関係者、関係機関の技術

者、関係業界団体等を主なメンバーとして構成する人的支援ネッ

トワーク。 

P.19,25 
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２ 発生量、処理可能量、必要仮置場面積の推計方法 

 

推計式 

災害廃棄物発生量【全体量】 ＝ １棟あたりの発生量（木造）×（木造全壊棟数＋木造半壊棟数/２） 

＋１棟あたりの発生量（非木造）×（非木造全壊棟数＋非木造半壊棟数/２） 

＋１棟あたりの発生量（焼失）×（焼失棟数） 

 

災害廃棄物発生量【種類別量】 ＝  

１棟あたりの発生量（木造）×（木造全壊棟数＋木造半壊棟数/２）×木造種類組成 

＋１棟あたりの発生量（非木造）×（非木造全壊棟数＋非木造半壊棟数/２）×非木造種類組成 

＋１棟あたりの発生量（焼失）×（焼失棟数）×焼失種類組成 

（注）発災後に把握する倒壊棟数で木造、非木造等の区分が不明の場合は、地域防災計画に記載する木造、非木造の倒壊棟数の割合を適用し推計

する。 

 

推計条件 

 

 

推計結果 

 災害廃棄物の発生量（万トン） 

区分 
コ ン ク リ

ートがら 
木くず 金属くず 

その他 

（可燃） 

その他 

（不燃） 
合計 

東京湾北部地

震 

区部 2835  302  186  75  648  4047  

多摩 157  25  10  6  43  240  

都内計 2992  328  196  81  691  4287  

多摩直下 

地震 

区部 1429  182  94  43  321  2071  

多摩 715  91  46  21  177  1050  

都内計 2143  273  140  65  498  3121  

 

災害廃棄物発生量の推計方法 

＜１棟あたりの発生量＞ ＜１棟あたりの災害廃棄物の種類組成【選別前・入口側】＞ 

（注） 東京都防災会議「首都直下

地震等による東京の被害想定」

（平成２４年）、「東京都税務統計

年報（平成２１年度）」（平成２３

年）から発生量を推計した。 

（注） （社）全国解体工事業団体連合会「木造（軸組）住宅解体組成分析調査報告」（平成１２年）、

（社）建築業協会「建築物の解体に伴う廃棄物の原単位調査報告書」（平成１６年）、（社）住宅生産

団体連合会「住宅生産分野における資源の有効利用等推進検討報告書」（平成７年）、東京都総務

局「東京都統計年鑑 平成２２年」（平成２４年）における地域,種類,構造別家屋の棟数及び床面積

から発生量を推計した。 
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推計式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難所ごみについては「災害廃棄物対策指針」で示された発生量の推計式に基づき推計する。 

 可燃ごみ、粗大ごみについては、阪神・淡路大震災時の神戸市におけるごみの発生状況を参考

に、平時の粗大ごみ発生量に増加率を乗じることで推計する。 

 し尿については発生量の推計式であり、処理量は下水道等の被災状況により変動する。 

発生量 ＝ 避難者数 × 発生原単位（粗大ごみ以外の生活系ごみの収集実績
※
に基づく） 

＜避難所ごみ＞ 

発生量 ＝ 平時の発生量（収集実績に基づく） × 増加率 

 

＜可燃ごみ、粗大ごみ＞ 

＜神戸市における阪神淡路大震災時のごみの発生状況＞ 

（出典） 一般廃棄物処理実態調査（平成２６年度

調査結果） （出典） 神戸市地域防災計画 地震・津波対策編 （平成２７年） 

※ 一般廃棄物処理実態調査における生活系ごみ搬入量の「収集量」と「直接搬入量」の合計 

発生量 ＝ 人口 × 排出原単位（１人１日平均排出量） 

＜し尿＞ 

１人１日平均排出量＝ １.７Ｌ/人・日 

（出典）災害廃棄物対策指針 

＜し尿＞ 

避難所ごみ、粗大ごみ等の推計方法 
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推計結果 

 

 避難所ごみの発生量（トン/日） 

区分 
避難所ごみ発生量 

（トン/日） 
備考 

東京湾北部

地震 
区部 1,977  

・区部は、１日の生活ごみ 

発生量の約２０～３４％程度 

 

・多摩地域は、１日の生活ごみ発生量 

の約７～２１％程度 

 

 粗大ごみの発生量（トン/日） 

区分 
粗大ごみ発生量 

（トン/年） 
備考 

区部 90,946   

・初動期に集中して排出さ

れる状況が想定される。 多摩 48,208  

都内計 143,651  

 

 

 

 

 

推計式 

 

 

 

 

 

推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家電については、大量発生・大量仮置きが想定され、個別に仮置きスペースを確保する必要

があることから、家電リサイクル法対象品目を対象に発生量（台数）を予測する。 

 

各品目の発生量（台数）＝ 

 被害棟数（全壊＋半壊／２ ） × 区市町村別の１棟あたり世帯数 × １世帯あたりの品目毎の所有数 

＜家電 （冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ） ＞ 

家電の推計方法 
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推計結果 

 

 家電リサイクル法対象４品目の発生量（万台） 

区分 冷蔵庫 洗濯機 エアコン テレビ 

東京湾北部

地震 

区部 86  78  214  150  

多摩 5  4  12  8  

都内計 90  82  226  158  

多摩直下 

地震 

区部 51  46  128  90  

多摩 18  17  47  32  

都内計 69  63  175  122  

 

 

 

推計式 

 

 

 

 

推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 発災後 1年目は、首都直下地震等による東京の被害想定結果を参考に施設の被災状況を考慮し、稼働率の低下を想定。 

焼却施設の処理可能量＝（日処理能力
※１

×年間稼働可能日数－年間処理量実績）×中間処理期間 

【被害予測条件
※３
】 

都内一律で「震度 6 強以上」の被害

があると想定 

※３ 環境省 巨大災害発生時における災害廃棄物対

策のグランドデザインについて 中間とりまとめ 

※２ 年１回の補修整備期間３０日、年２回の補修点検期間各１５日及び全停止期間７日間並びに起

動に要する日数３日・停止に要する日数３日各３回の合計（８５日）を差し引いた日数 
（85日 ＝ 30日＋15日×2＋7日＋3日×3＋3日×3） 

① 公共施設（区市町村等施設）における処理可能量の算定条件 

焼却施設の処理可能量 
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推計式 

 

 

 

推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破砕施設（がれき類、木くず）の処理可能量 

＝ （日処理能力×年間稼働可能日数－年間処理量実績）×中間処理期間 

【参考】都内全域の処理能力と対象施設の処理能力 
※１  対象施設の抽出条件について、発災後は小規模施設での

処理は効率的ではないことも考えられることから、処理能力で

見た際、都内全域の 80％以上をカバーできるよう裾きり条件

を設定した。 
※２  年１回の補修整備期間 30日、年 2回の補修点検期間各 15

日及び全停止期間7日間並びに起動に要する日数3日・停止

に要する日数 
    3日各 3回の合計（85日）を差し引いた日数 

 （85日 ＝ 30日＋15日×2＋7日＋3日×3＋3日×3） 

② 民間施設（廃棄物処理法第１５条施設）における処理可能量の算定条件 

破砕施設（がれき類、木くず）の処理可能量 
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推計結果 

災害廃棄物の処理可能量（焼却施設、破砕施設）（万トン） 

 
焼却施設の処理可能量 破砕施設の処理可能量 

合計 公共 民間 民間（木くず） 民間（がれき） 

区部 72 50 22 432 2,669 

多摩地域 62 61 1 69 1,179 

都内計 134 111 23 501 3,848 

 

 

 

 

 

推計式 

 

 

 

 

推計条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ処理施設の処理能力
※１

＝日処理能力 × 年間稼働可能日数 

※２ 年１回の補修整備期間３０日、年２回の補修点検期間各１５日及び全停止期間７日間並びに起動に要する日数３日・停止に要

する日数３日各３回の合計（８５日）を差し引いた日数 
（85日 ＝ 30日＋15日×2＋7日＋3日×3＋3日×3） 

粗大ごみ処理施設の処理能力 

※１ ここでは、平時のごみ処理と同様、災害時においても生活系ごみのうち“粗大ごみ”に限定して処理を行うものとし、災害廃棄物の処

理可能量ではなく、粗大ごみ処理施設の処理能力の推計に留める 
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３ 災害廃棄物処理事業ロードマップ 

災害廃棄物処理の完了まで、３年程度を目安とすると災害廃棄物処理事業（処理の全体像）

は下記の通りとなる。 
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６
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４ 災害廃棄物対策本部（仮称） 

災害廃棄物対策本部内の各班、担当の業務内容としては、以下の業務が想定される。 

 災害廃棄物対策本部（仮称）の業務内容 

班・担当区分 業務内容 

総務班 

総合調整担当 

指揮命令・総括 

各班・担当との連絡調整 

災害廃棄物の発生量の把握と要処理量の推計 

必要な仮置場の面積や施設の処理能力の把握 

推進計画又は実行計画の策定 

全般に関する進行管理 

その他業務 

財務担当 

予算管理（要求、執行） 

業務の発注状況の管理 

国庫補助のための災害報告書の作成 

渉外担当 
他行政機関との連絡調整・協議・情報提供 

その他機関（民間事業者）との連絡調整・協議・情報提供 

広報担当 

都民等への災害廃棄物処理に関する広報 

都民からの問合せ・苦情への対応 

パブリシティ 

許認可担当 
処理施設設置の受付 

産業廃棄物処理の届出 

資源 

管理班 

仮置場担当 仮置場の確保、管理・運営（仮設処理施設の運営も含む）、撤去 

施設担当 

処理施設の被害情報の把握 

処理施設の復旧支援 

被災施設の代替処理施設の確保、支援 

必要資機材の管理、確保、支援 

処理班 

処理・処分担当 

道路啓開に伴う廃棄物対応 

公共施設の解体対応 

家屋解体対応（窓口業務、罹災証明交付業務との連携、解体現場立会い） 

最終処分に関する調整 

復興資材利用先に関する調整、選別後物の品質管理 

処理困難物の処理 

処理に関する進行管理（処理済量、搬出予定量） 

環境・指導担当 
民間事業者の指導 

不法投棄・不適正排出対策 

受援班 
受入担当 支援の受入管理（学識経験者、他自治体、事業者団体等）、受援内容の記録 

配置担当 受け入れた支援の配置先管理、支援側と受援側のマッチング 
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５ 生活ごみ、避難所ごみ、し尿処理に係る留意事項 

区市町村は、発災後初動期において、以下の留意事項に注意して、処理をすすめる。 

 

分類 留意事項 

生活ごみ 

 生活ごみの収集は、なるべく平常時の収集方法（車両種類、分別区分、収集頻

度、収集場所等）と同様に行うものとし、それが困難な場合は生活環境の悪化

が生じないよう、ごみの種類、排出場所等に優先順位をつけて行う。 

 発災直後は粗大ごみ等の排出量が増え、平常時と比べ収集運搬量が増大するこ

とが想定されるため、排出量の予測を踏まえ、収集方法、収集頻度、優先順位

等を適切に設定し処理する。 

避難所ごみ 

 避難所ごみの収集は、地域毎に平常時の分別区分での排出を基本とした形で行

う。 

 避難者数に応じてごみの排出状況や収集が必要となる頻度が異なるため、避難

所の情報を逐次収集、把握し、適切な収集運搬を行う。 

し尿 

 災害時には公共下水道が使用できなくなることを想定し、被災者の生活に支障

が生じないよう、平常時から備蓄を行っている仮設トイレ、マンホールトイレ、

簡易トイレ、消臭剤、脱臭剤を、発災後、迅速に設置、配布する。 

 仮設トイレの悪臭や汚れへの対策として、平常時からの使用方法・維持管理方

法の周知と同様に住民への広報等を継続して行う。 
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（参考） 仮置場の選定方法、不足する場合の対応  

仮置場の選定方法、不足する場合の対応を以下に示す。 

（１）行政主体による候補地の抽出 

 仮置場は原則、公有地（区市町村有地、都有地、国有地）を選定する。 

 公有地だけでは不足する場合は、民有地も検討する。 

 候補地は法律や条例により土地利用が規制されていない土地を選定する。 

具体的な候補地を選定する際の留意点 

 候補地は、災害時に自衛隊の野営場や避難所、応急仮設住宅等に優先的に利用されることも

踏まえ選定する。地域防災計画で既に仮置場以外の用途が決まっている場合にはそれを除外

する。 

（２）行政主体による候補地の絞込み 

 行政主体は地域実情等を踏まえながら、以下に記載する条件例等を考慮して仮置場候補地を

絞り込む。 

物理 

条件 

・面積、形状、地形、地勢の観点から利用しやすい土地を選定する。 

・土地が舗装されていることが望ましい。 

環境 

条件 
・津波や液状化の可能性がない、又は小さい土地を選定する。 

立地 

条件 

・二次災害や環境、地域の基幹産業への影響が小さい土地を選定する。 

・避難所、住宅、病院等から離れている土地 

・災害廃棄物を運搬する大型車の通行可能な幅のある道路に接していること。 

・処理先や船積み施設へ搬出するにあたり効率的なルート上にあること。 
 

仮置場が不足する場合の対応 

 発災から時間が経過すると、仮置場以外での用途での利用が終了した土地（例えば、自衛

隊の野営場等）が出てくることから、庁内他部局と連携し、その土地を利用するなど、時

系列で土地を利用することも一つの手段である。 

 災害廃棄物の搬入から搬出までのサイクルをさらに効率化する仮置場の運用方法も併せて

検討することが必要である。 

【搬入から搬出までのサイクルを効率化する方策（例）】   

区市町村域を越えた仮置場の共同設置について 

 共同組織で処理を行う場合は、区市町村域を越えた仮置場の共同設置が必要となる。そのた

め、事前に区市町村間で協議・調整を行うことが必要である。 

【共同設置を行う場合の調整事項（例）】 

・設置に当たっての必要な手続きや手順 ・搬入基準（廃棄物の種類、性状、一回の搬入量等） 

・職員派遣の考え方          ・仮置場での分別方法 

・費用負担割合            ・金属くず等の再生資源の売却方法  
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・仮置場内の効率的な動線の確保、設備機器等の適切なレイアウトの検討 

・撤去・解体現場から処理先へ搬出できるものは直接搬出  

・仮置場における火災など阻害要因の発生防止  等 

 都外の広域処理も含めて処理先へ搬出できるものは速やかに搬出し、仮置場のスペースを

確保する。 

 

復興資材の保管場所の確保 

 処理の進捗に応じ、コンクリートがら等の復興資材を保管する場所も必要となる。復興資材

の保管場所についても、仮置場と同様、原則、区市町村が確保する。 

 復興資材として活用するまで一定期間を要するため、保管が必要なものについては、生活環

境保全上の支障が生じないような場所に設置する。 

 発災から時間が経過し、仮置場以外での用途での利用が終了した土地（例えば、自衛隊の野

営場等）の利用を検討する。 

 

 

 



今後のスケジュールについて（案） 

1 

部会 
体制 
WG 

処理 
WG 

主な議題等 

第1回 
8月3日 

・東京都廃棄物審議会災害廃棄物部会の設置の経緯等について 
・東京都災害廃棄物処理計画の策定に向けた議論の進め方について 
・東京都における災害廃棄物処理の基本的な考え方について 
・今後のスケジュールについて 

第1回 
9月1日 

・第1回部会での審議事項の共有 
・各WGの設置目的と所掌事項の確認 
・個別の審議事項 

第2回 
10月20日 

・第1回体制・処理合同WGでの質問・意見とその対応 
・東京都災害廃棄物処理計画の構成（案） 
・個別の審議事項 
・事業者へのアンケート・ヒアリング調査 第2回 

11月1日 

第3回 
11月14日 

・第２回体制WGでの質問・意見とその対応 
・東京都災害廃棄物処理計画の構成（案） 
・個別の審議事項 

第2回 
12月16日 

・各ワーキンググループでの検討状況について 等 

第4回 
1月16日 

・計画（中間まとめ）案の作成に向けての整理 

第3回 
1月23日 

・計画（中間まとめ）案の作成に向けての整理 

熊本視察（１月３１日～２月１日） 

第3回 
2月15日 

・熊本視察、アンケート、ヒアリング結果について 
・計画に記載すべき事項について 等 

東京都廃棄物審議会総会（３月７日） 

・パブリックコメント（１か月間） 

第4回 ・計画（案） 

東京都廃棄物審議会総会（答申） 

事
業
者
ア
ン
ケ
ー
ト
・ 

 
 

 
 

 
 

 

ヒ
ア
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ン
グ
調
査 
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東京都資源循環・廃棄物処理計画－ Sustainable Design TOKYO ―【概要版】 
◆位置付け：廃棄物処理法に基づく法定計画であり、東京都環境基本計画に基づく個別分野の計画
◆期間：2016年度から2020年度までの５年間（2050年を見据えた2030年のビジョンを示す）

第１章 資源利用及び廃棄物処理の現状と都が直面している課題 

第２章 計画の基本的考え方 

第３章 計画目標と指標 

１ 資源利用の現状と課題 

２ 廃棄物処理の現状と課題 

３ 今後の東京が直面する課題 

・事業系廃棄物や建設廃棄物などの資源化に課題

・廃棄物の最終処分量は2000年度比で大きく減少

１ 2030年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理が目指すべき姿 

（２）良好な都市環境の次世代への継承

－最適化された資源循環・廃棄物処理を目指す－

計画目標５ 災害廃棄物の処理体制 

計画目標４ 適正かつ効率的な処理の推進 

・超高齢化・人口減社会の到来に伴い、ごみの分別や排出の困難等の懸念

・今後想定される首都直下地震等に対し、事前に処理体制を準備する必要

 「世界一の環境都市・東京」の実現のために、ライフサイクル全体を視野に入れた「持続可

能な資源利用への転換」と「良好な都市環境の次世代への継承」を目指していくことが重要 

 先進的な企業等、静脈ビジネス、都民・NGO/NPO、区市町村、九都県市等、国、 

海外諸都市など多様な主体との連携が不可欠 

・一般廃棄物の再生利用率
2020年度 27％ 2030年度 37％

・最終処分量（一般廃棄物・産業廃棄物計）
2020年度 2012年度比14％削減 2030年度 2012年度比25％削減 

（１）持続可能な資源利用への転換

－地球規模の環境負荷等の低減にむけて、先進国の大都市としての責任を果たすー

計画目標１ 資源ロスの削減 

・世界の資源消費量の増加により、温室効果ガスの排出、生物多様性の損失や森林の減少など環

境影響が増大

・国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の一つに「持続可能な消費・生産」

・東京は大消費地であるだけでなく、企業の本社機能の約5割が集積

資源ロス削減と循環的利用の推進により資源利用が使い捨て型から循環型に転換 

ストックの価値が重視され、ものを長く大切にする社会が実現

低炭素・自然共生・循環型の製品等の選択を通じライフサイクル全体の環境負荷を低減 

再生資源を積極的に利用していく責任が認識され、資源の循環的利用が大きく前進 

２ 多様な主体との連携 

計画目標３ 循環的利用の推進と最終処分量の削減 

計画目標２ 「持続可能な調達」の普及 

最終処分場の延命化 

廃棄物の分別、保管、収集、運搬、処分における適正処理の実施 

環境負荷と社会的費用を考慮した最適な資源循環と廃棄物処理システムの確立 

超高齢化社会でも人々が参加しやすい適切な廃棄物処理サービスの提供 

災害発生時、迅速かつ適正な災害廃棄物処理の実施 

第４章 主要な施策 

施策１ 資源ロスの削減 

施策２ エコマテリアルの利用と持続可能な調達の普及の促進 

施策３ 廃棄物の循環的利用の更なる促進（高度化・効率化） 

施策４ 廃棄物の適正処理と排出者のマナー向上 

施策５ 健全で信頼される静脈ビジネスの発展 

施策６ 災害廃棄物対策 

・食品ロス問題に取り組む企業やＮＧＯ／ＮＰＯ等と連携し、家庭や店舗等における消費
期限前の食材を効果的に消費するなどの取組を推進

・使い捨て型ライフスタイルの見直し（リユース容器、レジ袋対策等）

・区市町村と連携した事業系廃棄物のリサイクル（３R）のルールづくり

・「持続可能な調達」を中小企業を含め広く都内の事業活動に普及

・建設工事におけるエコマテリアルの普及促進（持続可能な木材利用、再生砕石・再生骨材
コンクリート、建設泥土改良土の利用促進等）

・焼却灰のリサイクル促進等による最終処分場の更なる延命化

・リサイクル・廃棄物処理システムの最適化に向けた制度の合理化等

・区市町村への技術的支援の強化

・海ごみ対策、ごみの散乱防止・街の美化（主要繁華街で美化活動を推進）

・遺品整理、在宅医療廃棄物等、超高齢化・人口減社会に対応したごみ処理システムの検討

・古紙持ち去りの根絶に向け、区市町村を支援

・スーパーエコタウン事業に関する情報発信

・優良な処理業者が市場で優位に立てるよう、第三者評価制度を普及促進、排出事業者に周知

など 

など 

など 

など 

・首都直下地震等に備え、東京都災害廃棄物処理計画を2016年度に策定

・廃家電等の違法処理を防止するため、不用品回収業者等への指導・健全なリサイクル事業
者の育成

・都市鉱山の活用（小型家電のリサイクル）
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○
○

・平成27年国勢調査に基づく2060年までの人口・世帯数の推計、将来の人口展望
・科学技術の進歩や個人の意識の大きな変化などを通した明るい東京の未来像の一端を提示 

３ 東京のＦＵＴＵＲＥ 明るい東京の未来像の一端を描く
   「Beyond2020 ～東京の未来に向けて～」

【東京の未来に大きな影響を与える事柄の例】 
科学技術の進歩（ＩｏＴ、ＡＩ、自動運転、ロボット 等）  ○働き方・ライフスタイルなどの大きな変化
規制緩和  ○人口減少、超高齢社会の進展  ○東京 2020大会の成功とレガシーの継承

「2020 年に向けた実行プラン」の構成 

東京が⽇本の成⻑のエンジンとして、サステイナブル、持続可能な成⻑に向けて、
「東京の成⻑戦略」の⼤きな⽅向性を提⽰

東京 2020 ⼤会の成功とその先の東京の未来への道筋を明瞭化 
【計画期間】2017（平成 29）年度〜2020（平成 32）年度 

１ 都民ＦＩＲＳＴ（ファースト）の視点で、３つのシティを実現し、 
新しい東京をつくる 

２ 「ＦＩＲＳＴ戦略」が示す、首都東京の成長戦略
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「３つのシティ」と政策の柱 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック 
競技大会の成功に向けた取組 

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 

政策の柱６ まちの元気創出 

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 

セーフ シティ もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京 

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 

政策の柱７ 未来を担う人材の育成 

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 

ダイバーシティ 誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京

政策の柱１ スマートエネルギー都市

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 

政策の柱４ 国際金融・経済都市 

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 

政策の柱８ 芸術文化の振興 

スマート シティ 世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京

多摩・島しょの振興 

分野横断的な政策の展開
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（単位：億円）

政策の柱名

8,400 32,200

政策の柱１ 地震に強いまちづくり 4,000 14,100

政策の柱２ 自助・共助・公助の連携による防災力の向上 620 2,000

政策の柱３ 豪雨・土砂災害対策 810 3,600

政策の柱４ 都市インフラの長寿命化・更新 1,600 6,800

政策の柱５ まちの安全・安心の確保 80 350

政策の柱６ まちの元気創出 730 3,000

政策の柱７ 多摩・島しょ地域のまちづくり 600 2,400

3,300 11,200

政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち 920 3,100

政策の柱２ 高齢者が安心して暮らせる社会 350 1,400

政策の柱３ 医療が充実し健康に暮らせるまち 100 450

政策の柱４ 障害者がいきいきと暮らせる社会 340 1,700

政策の柱５ 誰もが活躍できるまち 220 540

政策の柱６ 誰もが優しさを感じられるまち 540 1,400

政策の柱７ 未来を担う人材の育成 280 1,200

政策の柱８ 誰もがスポーツに親しめる社会 580 1,500

5,600 25,500

政策の柱１ スマートエネルギー都市 760 2,700

政策の柱２ 快適な都市環境の創出 1,000 5,600

政策の柱３ 豊かな自然環境の創出・保全 390 2,200

政策の柱４ 国際金融・経済都市 380 1,700

政策の柱５ 交通・物流ネットワークの形成 2,100 9,800

政策の柱６ 多様な機能を集積したまちづくり 220 830

政策の柱７ 世界に開かれた国際・観光都市 430 1,700

政策の柱８ 芸術文化の振興 240 1,000

14,200 56,100

※事業費は、計数等未整理につき変動することがある。

※事業費は、一般会計、公営企業会計などを含む全会計分である。

※事業費が1,000億円を超える場合、10億円単位を四捨五入して計上している。

※事業費が1,000億円未満の場合、１億円単位を四捨五入して計上している。

※各シティ及び各政策の柱は再掲事業を含めた金額であり、総計は本掲事業のみを積み上げた金額である。

※各シティ及び各政策の柱は、それぞれ四捨五入して計上しているため、各シティの金額は各政策の柱の合計と一致しない。

2020年に向けた実行プラン　事業費一覧

３つのシティ 平成29年度
事業費

４か年事業費
（29-32年度）

総計　　

セーフ シティ　～もっと安全、もっと安心、もっと元気な首都・東京～

ダイバーシティ　～誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京～

スマート シティ　～世界に開かれた、環境先進都市、国際金融・経済都市・東京～
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○ 遮熱性舗装等の整備や緑陰の確保、クールスポットの創出、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技大会会場周辺の人が集まるエリアでの暑さ対策等を推

進し、都市の熱環境を改善するとともに、多様な主体による暑さ対策の取組を社

会に定着させる。 

○ 東京の健全な水循環、水辺の水質の回復に向けて、雨水や下水再生水＊の利用促

進、河川や運河の水質の維持・改善を図り、快適な水環境の創出に取り組んでい

く。

○ ＰＭ2.5＊や光化学オキシダント＊濃度の低減に向けて、揮発性有機化合物（ＶＯ

Ｃ）＊など大気汚染物質の削減や周辺自治体との広域連携を進め、大気環境の更な

る改善を進めていく。

○ 資源ロスの削減、エコマテリアル＊の利用、廃棄物の循環利用を促進し、持続可

能な資源利用を推進していく。

 

１ 暑さ対策 

No. 政策目標 目標年次 目標値 

01 
競技会場周辺等における暑熱対応設備の整備に
よるクールエリアの創出 

2019 年度 ６エリア程度 

02 都道での遮熱性舗装＊・保水性舗装＊の整備 2020 年 約 136km（累計） 

２ 水環境 

No. 政策目標 目標年次 目標値 

01 八ッ場ダムの建設 2019 年度 完成 

02 雨天時の下水を処理する高速ろ過施設＊の整備 2019 年度 
合流式の水再生センタ
ーのうち６か所（区部） 

03 
降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設の増
強 

2019 年度 140 万ｍ3（累計） 

04 2023 年度 160 万ｍ3（累計） 

05 

下水の高度処理施設等＊の整備 

2020 年度 
処理能力を 1.8 倍 
（430 万ｍ3/日）に増強 
（2013 年度比） 

06 2024 年度 
処理能力を 2.6 倍 
（616 万ｍ3/日）に増強 
（2013 年度比） 

07 外濠の水質改善 2019 年度 
外濠のしゅんせつを 
実施 

08 河川や運河の水質改善 河川でのしゅんせつ 2024 年度 
隅田川など５河川での
しゅんせつを実施 

快適な都市環境の創出 ２ 

Ⅰ 2020 年とその先の未来に向けて 

Ⅱ 政策目標 

クール・クリーンで、快適な都市をつくろう

（平成 29 年度事業費：1,000 億円、４か年事業費：5,600 億円） 
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No. 政策目標 目標年次 目標値 

09 
運河での 
しゅんせつ・覆砂＊ 

2024 年度 勝島運河など 30 運河 

10 海辺の自然再生による水質浄化の促進 2017 年度 
野鳥公園における 
干潟再生（11.8ha） 

11 
公園の自然的景観の 
保全・再生 

水辺の再生 2024 年度 不忍池など５池 

３ 大気環境 

No. 政策目標 目標年次 目標値 

01 
東京港での排気ガス 
対策 

船舶からの大気汚染
物質の削減率 
（2010 年度比） 

2024 年度 
ＮＯｘ

＊は 20% 
ＳＯｘ

＊は 40% 

02 光化学スモッグ注意報※１の発令日数 2020 年度 ゼロ 

03 光化学オキシダント濃度 2030 年度 
全 て の 測 定 局 で
0.07ppm 以下 
（８時間値）※２ 

04 
ＰＭ2.5の環境基準※３ 

2020 年度 長期基準の達成 

05 2024 年度 達成 

※１ 大気汚染防止法に基づき光化学オキシダント濃度の１時間値が 0.12ppm 以上になり、気象条件からみてそ

の状態が継続すると認められる場合に都道府県知事等が発令する 

※２ 年間４番目に高い日最高８時間値の３年平均

※３ １年平均値が 15μg/m3以下（長期基準）であり、かつ、１日平均値が 35μg/m3以下（短期基準）

４ 廃棄物 

No. 政策目標 目標年次 目標値 

01 
一般廃棄物の再生利用率 

2020 年度 27％ 

02 2030 年度 37％ 

03 

都内で発生する廃棄物の最終処分量 

2020 年度 
107 万トン 
(2012 年度比 14％削減) 

04 2030 年度 
93 万トン 
(2012 年度比 25％削減) 

05 
海上公園での資源循環 
の推進 

資源循環型施設の 
設置 

2020 年度 １か所 

06 
2030 年度までに食品ロス＊半減を達成するため
の「食品ロス削減・東京方式」の確立 

2020 年度 
「食品ロス削減・東京 
方式」の確立 

07 レジ袋削減 2020 年度 レジ袋無償配布ゼロ

（暑さ対策） 

○ 都はこれまで、遮熱性舗装等の整備や緑の創出・保全などヒートアイランド対

策を推進してきたが、地球温暖化や都市化の影響により、今後も東京では、猛暑

日や熱帯夜が多く発生し、また、気温上昇に伴う熱中症患者数の増加のおそれが

ある。 

Ⅲ これまでの取組と課題 
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○ 東京 2020 大会では、海外から

多くの来訪者が見込まれること

も踏まえ、都市全体の気温低下

を図るヒートアイランド対策に

加え、夏の厳しい暑さに対する

即時的な効果を狙った暑熱対応

を含めた、総合的な暑さ対策に

取り組む必要がある。 

 

（水環境） 

○ 2014 年度における河川のＢＯＤ＊は、都内 56 の全水域で環境基準を達成したが、

東京都内湾のＣＯＤ＊は、環境基準の達成が４水域中１水域にとどまっており、

夏期を中心に赤潮発生や貧酸素水塊＊による水生生物への影響が生じている。 

○ 気候変動等により、水循環に変化が生じており、河川流量の減少、水質汚濁、

生態系への影響など、水環境に関わる様々な課題への対応が必要である。 

 

（大気環境） 

○ 都はこれまで、ディーゼル車規制や工場・事業場等の固定発生源の対策に取り

組んできた結果、東京の大気環境は大幅に改善された。 

○ 一方で、光化学オキシダントについては、これまで環境基準は未達成であり、

2015 年は光化学スモッグ注意報が 14 日発令さ

れている。 

○ 都内環境中のＰＭ2.5 は、2001 年度からの

10 年間で減少しているものの、環境基準は未

達成の状況である。 

○ ＰＭ2.5と光化学オキシダントを削減するた

めには、原因物質であるＮＯＸ及び揮発性有機

化合物（ＶＯＣ）の発生源対策を更に進めるこ

とが必要である。 

 

（廃棄物） 

○ これまで実施してきた３Ｒの取組が進展した結

果、2013 年度の都内の一般廃棄物のリサイクル率

は 23％、最終処分量は、一般廃棄物及び産業廃棄物

ともに 2000 年度比で６割以上削減されている。 

○ 国内の食品ロスの発生量は約 600 万トン（2013 年

度）、都の調査によると都内の食品ロス量は、約 30

万トン（2012 年度）と推計される。 

○ 再使用や長期使用を考慮した消費行動などを通じ

真夏日 

猛暑日 

＜東京2020大会のオリンピック期間における 
東京の日最高気温（直近３か年）＞ 

＜PM2.5 の年平均濃度の推移＞ 

（資料）気象庁データ（過去の気象データ）より作成

＜日本国民の一日あたり食品ロス量＞ 
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て、身近なところから使い捨て型ライフスタイルを見直すため、現状では多くが

使い捨てされているレジ袋の使用量を削減する取組が必要である。 

○ オフィスビルや商業ビルなどでは、古紙や飲料容器などは分別が進みリサイク

ルされている一方で、その他の事業系廃棄物のリサイクルは十分に進んでいない。 

○ 今後、都内に新しい最終処分場を確保することは困難なため、更なる３Ｒの推

進に取り組む必要がある。 

  

 

 

 

 

緑の創出・保全、人工排熱の抑制などのヒートアイランド対策とともに、クール

エリア・クールスポットの創出などの暑熱対応策を総合的に推進し、都市の熱環境

を改善していく。 

 

１ 真夏でも快適に街歩きができるエリアの形成 

➢ 東京 2020 大会に向け、競技会場周辺などに

おいて面的に暑熱対応設備を導入し、クールエ

リアを創出する。 

➢ ドライ型（微細）ミストや日よけ、壁面緑化

の設置など、クールスポットを創出する区市町

村や事業者を積極的に支援する。 

➢ 夏の強い日差しを遮る木陰を確保するため、

樹形を大きく仕立てる計画的な剪定
せんてい

など、都道

の街路樹や公園の樹木の適切な維持・管理を実

施する。 

 

２ 緑の創出・保全 

➢ 東京でまとまった緑を創出するため、公園や

緑地の整備とともに、都有施設等での屋上緑

化・敷地内緑化や、都市開発諸制度を活用した

公開空地の整備などにより、都市のあらゆる空

間に良質な緑を創出する。（再：222 頁） 

➢ 水と緑のネットワークを更に充実させるた

め、臨海地域や河川等の水辺空間の緑化を推進

する。（再：223 頁） 

➢ 都内に残る貴重な緑である丘陵地や崖線の緑、樹林地、都市農地等を保全し、

ヒートアイランド現象の緩和を図る。（再：224 頁） 

Ⅳ ４か年の政策展開 

暑さ対策の推進 政策展開 １ 

＜街路樹による木陰のある空間＞ 

＜ドライ型（微細）ミストの導入事例＞ 
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３ 路面温度上昇及び人工排熱の抑制 

➢ 都道において、センター・コア・エリア＊を中心に遮熱性舗装等を毎年約 10km

整備する。あわせて、競技会場周辺・競技コース等に遮熱性舗装・保水性舗装

を実施する区市に対して補助を行い、整備を促進する。 

➢ 排熱の少ない燃料電池自動車・電気自動車の普及を促進するとともに、建物

などからの人工排熱の削減に資する、都市のスマートエネルギー化を推進する。

（再：208 頁） 

➢ 身近で環境にやさしい交通手段である自転車の利用を更に促進する。（再：257

頁）  

 

４ 暑さ対策の社会への定着促進 

➢ 観光客等が多く集まる注目度が高いエリアにおいて、都が先駆的に暑さ対策

を推進し、区市町村や事業者による暑さ対策を誘導し促進する。 

➢ 多様な主体との連携など、地域の実状に即した取組を行う区市町村を支援し、

東京全体に暑さ対策の定着を図る。 

➢ 様々なイベントと連携し、クールスポットの体感や打ち水を実施することで、

東京 2020 大会に向け、暑さ対策へ積極的に取り組む気運を醸成する。 

➢ 都民や観光客などへの注意喚起として、熱中症の予防に関する広報を積極的

に実施する。 

 

 

 

安全でおいしい水の安定供給、合流式下水道＊の改善や高度処理施設の整備など

による水質改善、河川や運河における水質の維持・改善を通じて、東京にふさわし

い水循環の姿を追求し、快適な水環境を創出する。 

 

１ 東京の健全な水循環の創出 

➢ 下水再生水の供給地区内における再開発事業等の機会を捉え、臨海副都心地

区等で供給先を拡大するなど、ビル等のトイレ用水などとしての下水再生水の

利用を促進する。  

➢ 下水再生水を活用し河川水量を回復させる清流復活事業＊を実施している渋

谷川では、上流部の新たな水辺空間の創出に貢献する。 

➢ 将来の気候変動による影響も踏まえ、首都東京への安定給水を継続するため、

八ッ場ダムの完成により、安定した水源の確保に取り組む。 

➢ 安全でおいしい高品質な水を蛇口まで届ける直結給水方式＊への切替えに向

けた支援や貯水槽水道の適正管理に向けた設置者への指導・助言を行う。 

 

 

 

快適な水環境の創出 政策展開 ２ 
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２ 快適な水辺の創出につながる下水道対策の推進 

➢ 降雨初期の特に汚れた下水の貯留施設を整

備するなど、合流式下水道の改善を進め、河川

や海などへ放流される汚濁負荷量の削減を図る。 

➢ 砂町水再生センター等６か所では、既存の沈殿

施設の改造により早期に導入でき、汚濁物を除去

することが可能な高速ろ過施設を整備する。 

➢ 東京湾や隅田川などに放流される下水処理水

の水質を一層改善するために、区部の新河岸、葛

西水再生センター等や多摩地域の清瀬、八王子水

再生センター等で高度処理・準高度処理施設の導入を進める。 

➢ 多摩地域の下水道事業運営の効率化と水環境を向上させるため、八王子市の

単独処理区の全量を流域下水道に編入する。 

 

３ 都民に身近な水辺の水質改善 

➢ 夏季にアオコ＊や臭気が慢性的に発生する外濠では、底
てい

泥
でい

のしゅんせつを行

うことにより国指定史跡にふさわしい良好な環境となるよう水質を改善する。 

➢ 閉鎖性が高い勝島運河の水質を改善するため、貧酸素水塊の影響を受ける水

深の深い箇所に覆砂を実施する。 

➢ 隅田川や新河岸川など流れの少ない河川・運

河で、水質の維持・改善や悪臭の防止を図るため、

計画的に底泥のしゅんせつを実施する。 

➢ 東京港野鳥公園の干潟拡張や都立公園にある

池のかいぼり＊を行うことで、水辺の生態系の再

生とともに、自然本来の水質浄化機能を高めてい

く。 

 

 

 

ＰＭ2.5 や光化学オキシダントの主な原因物質となっている工場や事業場、自動

車などから排出される揮発性有機化合物（ＶＯＣ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）を削減す

ることで、大気環境の更なる改善を進める。 

 

１ 発生源対策による大気環境の更なる改善 

➢ 低公害・低燃費車の普及を推進するとともに、先進的なＩＴＳ＊技術を取り

入れ交通渋滞の緩和に取り組むことにより、自動車から排出される大気汚染物

質を削減する。 

➢ 東京港で導入した日本で初めての国際的な環境対策プログラムＥＳＩ＊の実

施を通じて、ＰＭ2.5 等の生成原因の一つとして船舶から排出されるＮＯｘ（ノ

大気環境の改善 政策展開 ３ 

＜公園における生物の 
保全・育成活動（かいぼり）＞

＜芝浦水再生センター 
           雨天時貯留施設＞ 

（出典）「パークマネジメントマスタープラン」

（平成 27 年３月東京都建設局）
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ックス）やＳＯＸ（ソックス）、ＣＯ２を削減する。 

➢ ＰＭ2.5 や光化学オキシダントの生成原因となるＶＯＣ濃度を低減させるた

め、事業者への各種セミナーの開催、技術ガイドの配布、ＶＯＣ対策アドバイ

ザーの派遣などの技術支援を行うほか、民間と連携して効果的な対策を推進す

る。 

➢ ＰＭ2.5 及びＯＸ（オキシダント）の発生源寄与割合や将来の環境濃度の予測、

これまでの対策に関わる削減効果の検証や解析など、総合的な大気汚染対策の

検討を行う。 

➢ 周辺自治体と連携し、ＶＯＣ排出事業者に対して、夏季の排出抑制の取組を

促すことに加え、冬季を中心とした燃焼機器対策を実施する。 

 

 

食品ロスの削減やレジ袋対策の取組を推進し、持続可能なライフスタイルへの転

換を図るとともに、事業系廃棄物のリサイクルルールづくりや再生資材の利用促進

など資源効率の一層の向上を進める。 

 

１ 資源ロス削減の促進 

➢ 商慣習等により発生する食品ロスの削減に向けて、加工・流通事業者等を構

成員とするステークホルダー会議の設置、流通段階における食品ロスの実態調

査、防災備蓄食品有効活用の仕組みづくり等を検討する。 

➢ あわせて「食べずに捨てるなんてもったいない（仮称)」キャンペーンを実施

し、企業との連携、消費者の意識啓発を行うことで、消費行動の見直しを促し、

「食品ロス削減・東京方式」を確立する。 

➢ スーパー、コンビニ等の販売業者、消費者代表、区市町村などによる協議会

を設置し、レジ袋の無償配布ゼロに向けて、協議を進める。 

➢ エコバッグ持参の呼びかけや３Ｒの徹底など、資源ロス削減に向けた効果的

な広報・普及を行い、都民にライフスタイルの転換を促す。 

 

２ 廃棄物の循環利用の更なる促進 

➢ モデル事業の実施成果を通じた中小企業への取組の普及、事業系廃棄物の３

Ｒのルールづくりなどを進め、持続可能な資源利用を推進する。 

➢ 持続可能な東京 2020 大会の実現に向けて、事業者や都民等による環境配慮の

促進に資する取組などの調査を実施するとともに、使用済み物品のリユース等

を支援する仕組みを検討する。 

➢ 建設リサイクル推進計画や建設リサイクルガイドラインに基づき、コンクリ

ート塊等建設副産物＊の再利用を促進することにより、再生資材が建設資源と

して積極的に選ばれる循環型社会の形成を推進する。 

➢ 海上公園等で剪定
せんてい

時に発生する枝葉を燃料化するモデル事業を実施し、今後

のリサイクル方策を検討する。 

“もったいない”（持続可能な資源利用）意識の推進 政策展開 ４
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2016 年度まで 

（見込み） 

年次計画 ４年後の 

到達点 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

１ 

真夏でも快適に街歩き 

できるエリアの形成 

競技会場周辺での 

クールエリアの創出検討 
２エリア程度    

６エリア程度

創出 

緑の保全・創出 

都立公園の新規開園 

26ha（再掲） 
    

新規開園 

95ha 

「緑確保の総合的な 

方針」改定（再掲） 
    

樹林地、農地の

緑を確保 

路面温度上昇及び 

人工排熱の抑制 

都道で遮熱性舗装・ 

保水性舗装を 106km 整備 
約 10km 約 10km 約 10km  

約136km(累計) 

を整備 

暑さ対策の社会への 

定着促進 

暑さ対策の普及イベント

（打ち水等）を３件実施 
４件程度 ４件程度 ４件程度 ４件程度 

暑さ対策が 

社会へ定着 

２ 

快適な水辺の創出に 

つながる下水道対策の 

推進 

貯留容量 114 万 m3完了 

    

140 万 m3 に 

増強 

水再生センター４施設で

高速ろ過施設を整備中 

    

合流式の水再

生センターの

うち６か所で

整備 

処理能力304万 m3/日完了 

    

430 万 m3/日に

増強 

八王子市、立川市と単独

処理区の編入に向け、 

協定を締結 
    

八王子市単独

処理区の全量

を流域下水道

に編入 

都民に身近な水辺の 

水質改善 

河川等で計画的に 

しゅんせつを実施 

    

隅田川など 

５河川、外濠で

実施 

運河で計画的に 

しゅんせつを実施 

（2015 年度２運河で実施）     

15 か所の運河

で実施 

３ 
発生源対策による 

大気環境の更なる改善 

2015 年度光化学スモッグ

注意報発令日数 14 日 

    

光化学スモッ

グ注意報の発

令日数をゼロ 

2015 年度の環境基準 

達成率：一般局 85％、 

     自排局 40％     

PM2.5 の環境基

準（長期基準）

を達成 

Ⅴ 年次計画 

設備整備 順次展開

普及啓発イベントの実施 

方針に基づいた民有地の緑の確保 

事業認可取得・用地取得・整備 

遮熱性舗装・保水性舗装の整備 

降雨初期の特に汚れた下水の貯留施設の整備 

水再生センターへの高速ろ過施設の導入 

高度処理及び準高度処理施設の整備 

八王子市、立川市及び三鷹市の 
編入に向け調整 

外濠でしゅんせつ実施 

５万 m3 
累計 119 万 m3 

21 万 m3 
累計140万 m3 

２施設着手 
４施設継続 

５施設継続
１施設完了 

５施設完了 
累計６施設完了 

46 万 m3/日 
累計350万 m3 

30 万 m3/日 
累計 380万 m3 

31 万 m3/日 
累計411万 m3 

19 万 m3/日 
累計 430 万 m3 

計画的に河川でしゅんせつ実施 

汚泥のしゅんせつ、覆砂の実施 

周辺自治体との連携等 

モデル事業 

ＶＯＣ排出削減の技術支援 

（アドバイザー、セミナー等） 

大気汚染対策検討会 
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2016 年度まで 

（見込み） 

年次計画 ４年後の 

到達点 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

４ 

資源ロスの削減の促進 

持続可能な資源利用に 

向けたモデル事業の実施 

（2015 年度６事業） 

    

2030 年度まで

に食品ロス 

半減を達成 

するための 

「食品ロス削

減・東京方式」

の確立 

区市町村との連携 

による検討 

    

レジ袋の無償

配布ゼロ 

廃棄物の循環利用の 

更なる促進 

持続可能な資源利用に 

向けたモデル事業の実施 

(2015 年度６事業) 

    

「持続可能な

資源利用」に 

取り組む企業、

団体が増加 

 

 

レジ袋削減に向けた検討 
キャンペーン・普及啓発の実施 

ステークホルダー会議における食品ロス削減の 
検討、具体的施策展開 

防災備蓄食品の有効活用に向けた仕組みづくり 

モデル事業実施 

事業系廃棄物の３Ｒルールづくり 

実態調査 

「食べずに捨てるなんてもったいない（仮称）」 
キャンペーンの実施 

企業との連携 他企業へ取組を普及 

消費行動の見直しを促す取組の実施 

ステークホルダー会議へのフィードバック 
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